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 大規模な地震による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合の被害の拡

大防止措置及び被災者に対する応急救助等の措置について基本的な計画を定める。 

 なお､以下､実施担当部局に示す（ ）内の名称は、河内長野市災害対策本部が組織

された場合の名称である。 
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第１章 組織・情報 
 

第１節 組織運営 
 

第１項 組織動員計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、企画総務部、会計室（総務部情報班）、企画総

務部（広報部）等［全部局］ 

 

地震による災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、被害の拡大防止のために

初動体制の確立を図る。 

 

第１ 災害対策本部 

市長は、市域に災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合で、市長が必要と認め

たときは、市災害対策本部条例に基づき、市災害対策本部を設置する。 

＊条例２ 河内長野市災害対策本部条例（昭和38年条例第９号） 

 

１ 災害対策本部の設置基準 

(1) 市域で震度５弱以上を観測したとき 

(2) 市域に中規模又は大規模な災害が発生し、その対策を要すると認められるとき 

(3) 災害救助法の適用を要する災害が発生したとき 

(4) その他の状況により市長が必要と認めたとき 

 

２ 災害対策本部の設置場所 

本部は市役所本館内に置く。（被災等により市役所本館に設置できない場合は、市役

所別館に置く。） 

ただし、災害の規模その他の状況により応急対策の推進を図るため、本部の移動が必

要と認めるときは、本部長は他の適当な場所に移動し設置することがある。この場合、

各関係機関に連絡する。 

 

３ 災害対策本部の廃止基準 

災害対策本部は、次の場合に廃止する。 

(1) 予想された災害の危険が解消したとき 

(2) 災害応急対策がおおむね完了したとき 

(3) 本部長が適当と認めたとき 

 

４ 災害対策本部の設置及び廃止の通知 

危機管理室（総務部本部班）は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を企

画総務部及び会計室（総務部情報班及び広報部）を通じて関係機関に通知、公表すると

ともに、本部の標識を市役所本館正面玄関に掲示する。 

なお、廃止した場合についてもこれに準じて行う。 

＊資料1-1 災害対策本部の設置及び廃止の通知及び公表の方法 

 

５ 災害対策本部の組織 

(1) 災害対策本部の組織 

ア 災害対策本部の組織は、次のとおりとする。 

(ｱ) 本部長には、市長を充てる。 

(ｲ) 副本部長には、副市長・教育長・参与を充てる。 

(ｳ) 副本部長は、本部長不在の時、その職務を代行する。 

(ｴ) 本部員には、各部長等をもって充てる。 
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イ 指揮順位 

本部長（市長）に事故等あるときの指揮順位は次のとおりとする。 

 

順位 代理者 

１ 危機管理室担当副市長 

２ その他の副市長 

３ 教育長 

４ 参与 

 

ウ 本部事務局は、次のとおりとする。 

(ｱ) 災害対策本部には、本部事務局を設ける。 

(ｲ) 本部事務局は各種情報の管理、各部班の活動状況の把握、防災活動の調整、本

部会議の運営事務の担当等を行う。 

(ｳ) 本部事務局は、危機管理室（総務部本部班）におき、その要員等は、防災関係

業務を主管する各課より指定された職員を予め定めておくものとする。 

エ 本部連絡員は、次のとおりとする。 

災害対策本部会議と事務局と各部班との連絡のため、本部連絡員をおく。 

本部連絡員は事務局につめ、本部会議等での決定事項の伝達や各部班の活動状況

等の連絡を行う。 

(2) 本部会議 

ア 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。 

イ 本部会議は、次の事項について方針を決定し、その実施を推進する。 

(ｱ) 災害応急対策の基本方針に関すること 

(ｲ) 動員配備体制に関すること 

(ｳ) 各部班間の連絡調整事項の指示に関すること 

(ｴ) 自衛隊災害派遣要請に関すること 

(ｵ) 国、府及び関係機関との連絡調整に関すること 

(ｶ) 災害救助法の適用要請に関すること 

(ｷ) 他市町村への応援要請に関すること 

(ｸ) その他災害に関する重要な事項に関すること 

(ｹ) 決定事項の通知に関すること 

危機管理室（総務部本部班）は、災害対策本部会議の決定事項のうち必要と認

める事項をその都度府に報告し、又は関係機関に通報するとともに、災害対策関

係職員に周知を要するものについては、庁内放送などによりすみやかに周知徹底

を図る。本部連絡員は各班相互間の連絡調整を迅速に処理する。 

(3) 防災会議の開催 

市域において災害が発生し、各種の応急対策活動を実施するうえで必要がある場合

は、市防災会議を開催し、関係機関相互の連絡調整、情報の交換等を実施し、円滑な

防災活動の実施に万全を期する。 

(4) 災害対策本部の部及び班の名称・業務概要 

＊資料1-2 災害対策本部の部及び班の名称・業務概要（地震） 

(5) 災害対策本部の部及び班の役割分担 

＊資料1-3 災害対策本部の部及び班の役割分担（地震） 

 

６ 府現地災害対策本部との連携 

府が現地災害対策本部を設置した場合には、この組織と連携を図って活動する。 

 

７ 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害応急対策を局地的又は特定地域を重点的に実施する必要がある場合、

現地災害対策本部を設置する。 

現地災害対策本部は、本部長が指示する業務内容に応じて必要な人材を確保し、弾力
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的に構成する。 

(1) 設置基準 

ア 災害応急対策を局地的又は重点的に推進する必要がある場合 

イ その他災害対策本部長が必要と認めた場合 

(2) 廃止基準 

ア 災害対策本部で対応することが適当と認められた場合 

イ 市長が、市域において災害応急対策がおおむね完了したと認めた場合 

ウ 調査の結果、市に大きな被害がないと市長が認めた場合 



－地震災害応急・復旧・復興対策－[1.組織・情報－1.組織運営] 

 2-4 

第２ 動員配備 

１ 配備体制の確立 

市域に地震が発生した場合、又は発生のおそれがある場合で、その地震に関する状況

が「災害時の配備体制」に定める事由に該当するときは、自動的に当該配備事由に相当

する配備体制に移行するものとする。 

 

災害時の配備体制（地震） 

種
別 配備該当事由 配備体制（勤務時間外） 配備体制（勤務時間内） 

１ 課長級以上の職員は、直ちに自主登庁

する｡ 

その他の職員は自宅で待機する。 

１ 課長級以上の職員は、通常業

務から災害対策活動へ移行す

る。 

警
戒
配
備
体
制 

１ 市域で震度４を観測した

とき。 

２ 小規模な災害の発生､そ

の他の状況により市長補佐

官（危機管理担当）が必要

と認めたとき。 

２ 災害応急活動及び情報収集伝達活動等が円滑に実施できる体制とする。 

３ 事態の推移に伴い、速やかに非常配備体制に移行できる体制とする。 

１ 主査級以上の職員は、直ちに自主登庁

する。その他の職員は自宅で待機する。 

避難所マスターキー保管者は、直ちに

避難所に駆けつけ、開設可能かどうか被

害状況を（避難部本部班）に連絡する。 

消防吏員は全員、各所属に自主参集す

る。 

１ 主査級以上の職員は、通常業

務から災害対策活動へ移行す

る。 

避難所マスターキー保管者

は、避難所の開設が可能かどう

か被害状況を（避難部本部班）

に連絡する。 

非
常
配
備
体
制 

１ 市域で震度５弱以上を観

測したとき。 

２ 東海地震に係る警戒宣言

が発せられたとき。 

３ 市域に中規模な災害が発

生したとき、あるいは予想

されるとき。 

４ その他の状況により市長

が必要と認めたとき。 

２ 各部課がそれぞれ担当する業務分野に応じて災害等に対し応急措置をとり、

必要に応じて救助・救護活動を行い、また災害が拡大するのを防止するための

復旧対策活動に対処できる体制とする。 

３ 事態の推移に伴い、速やかに災害対策本部を設置する。 

１ 職員は可能な限り各自の持ち場に参集

する｡また、緊急配備体制要員に指名され

ている職員は、直ちに自主登庁する。 

避難所マスターキー保管者は、直ちに

避難所に駆けつけ、開設可能かどうか被

害状況を（避難部本部班）に連絡する。 

１ 緊急配備体制要員に指名され

ている職員は、直ちに災害対策

活動に移行する。その他の職員

も、災害対策活動が行えるよう

に準備する。 

避難所マスターキー保管者

は、避難所の開設が可能かどう

か被害状況を（避難部本部班）

に連絡する。 

緊
急
配
備
体
制 

１ 市域で震度６弱以上を観

測したとき。 

２ 市域に大規模な災害が発

生したとき、もしくは災害

が拡大するおそれがあり非

常配備体制では対処できな

いとき。 

３ 災害救助法の適用を要す

る災害が発生したとき。 

４ その他の状況により市長

が必要と認めたとき。 

２ 各部課が有する組織機能のすべてをもって対処する体制とする。 

３ 緊急配備体制の後、速やかに災害対策本部を設置する。 

・参集時の注意事項 

(1) 原則として徒歩・自転車・オートバイで登庁する。 

(2) 被害状況を観察しながら登庁し、被害状況をメモで必ず報告する。 

(3) 本庁指定場所に参集するものとするが、壊れていた場合は正面玄関前に参集

する。 

※ 配備該当事由は、いずれか1つに該当する場合に適用される。 

※ 各職員は、体感その他により市域において震度4以上を観測したと推定した場合は、気象庁

の発表した震度が下回る場合や発表そのものがない場合においても、震度相当の配備体制に

よる参集を行う。 

※ 緊急配備体制要員とは、各々の勤務地から自宅までの距離が2㎞以内の職員をいう。 
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災害時の配備体制図（地震） 
 

 

震 度 ４ 震度５弱以上 震度６弱以上 

警戒配備体制 

情報収集・伝達他 

・課長級以上の職員 

非常配備体制 

応急対策活動他 

・主査級以上の職員 

・消防吏員全員 

緊急配備体制 

対策本部設置準備他

・緊急配備体制要員 

・その他の職員全員 

災害対策本部 
決 定 機 関       

応急対策グループ 

（情報の収集・集約・発信他） 

総務部（本部班、情報班） 

広報部（広報班、人員班） 

専門活動グループ（市民との接点、対策活動の第一線） 

生活部 医療部 環境部 交通部 食糧・日用品部 

消防部 避難部 給水部 応援部 

関

係

機

関

市 民

命令 情報 

情報 
資機材

車両供給
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２ 動員方法 

地震時の災害対策活動要員の動員方法は、「災害時の配備体制」に定める自主参集方

式であるが、災害対策本部が設置された場合は、災害対策本部会議の議を経て、本部長

が指令する。 

(1) 勤務時間内における配備指令の伝達 

勤務時間内において配備指令が出された時は、市長補佐官（危機管理担当）より、

危機管理室長（総務部本部班長）に伝達し、危機管理室（本部班）から各部長、各班

長を経て各職員、関係出先機関に伝達するとともに、庁内放送を行い、速やかにその

旨を周知する。 

 

勤務時間内の配備の伝達ルート 

（勤務時間内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 勤務時間外における配備指令の伝達及び職員の非常招集 

ア 当直者は、災害の前兆現象等について関係機関や市民等からの通報があった時は、

直ちに危機管理室担当者等に連絡する。 

当直者は、職員が参集するまでの間、情報の連絡等の任務を行う。 

イ 危機管理室長は、上記の情報について確認して市長補佐官（危機管理担当）へ連

絡し、市長、副市長等と協議のうえ、市長から配備指令が出された時は、直ちに市

長補佐官及び各部長、各班長を経て各班員、関係出先機関に伝達するとともに、速

やかにその旨を周知する。 

ウ 自主参集が原則であるが、必要に応じて各班長は、所属の各班員への連絡方法を

あらかじめ定めておくものとする。 

連絡又は招集の方法は原則として次の手段による。 

(ｱ) 電話 

(ｲ) 庁用自動車等 

エ 非常招集を受けた職員は、直ちに勤務する職場に出勤し、指示された任務に服さ

なければならない。 

オ 市長補佐官及び各部長は、職員の非常招集を円滑に実施するため、配備指令の伝

達先名簿及び各所属職員の連絡網を常に整備しておく。 

 

 
 

本部会議 
 

 
本部事務局 

 
危機管理室長 

 
（総務部本部班長） 

 

 
各  職  員 

 
市長補佐官 

（危機管理担当）  
各部長、班 長 関係出先機関 
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勤務時間外の配備の伝達ルート 

（勤務時間外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 職員は、勤務時間外において配備指令がない場合であっても、ラジオ・テレビ等

により災害が発生、又は発生するおそれがあることを覚知した場合は、状況に応じ

電話等により所属長と連絡の上、又は、自らの判断で速やかに勤務場所に参集しな

ければならない。 

キ 勤務時間外の参集は勤務場所に集合することを基本とするが、交通途絶等で不可

能なときは最寄りの出先機関に参集し、当該出先機関の班長の指示に従って防災活

動に従事する。 

ク 勤務時間外に災害が発生したときは、市役所の近傍に居住している職員を緊急配

備体制要員として、各種情報の収集伝達等、初動活動にあてるものとする。 

ケ 非常招集及び自主参集を要しない者 

(ｱ) 心身の障害により許可を受けて休暇中の職員 

(ｲ) その他、所属長がやむを得ない理由のため勤務出来ないと認めた者 

コ 各部長は、配備指令に基づいて所属部の職員を非常招集したとき、又は職員が自

主参集したときは、その状況を取りまとめ速やかに動員報告書により市長補佐官

（危機管理担当）に報告する。 

＊資料1-7 動員報告書 

サ 市長補佐官（危機管理担当）は常に職員の動員状況を把握し、その状況を速やか

に府に報告し、または関係機関に連絡する。また、動員した人数が不足する場合は、

議会事務局、行政委員会総合事務局、派遣職員（応援部）の職員の動員又は各部の

職員の再配置を行う。 

(3) 初動時の留意事項 

職員は、配備体制移行時の状況に応じて、以下の事項を遵守する。 

ア 勤務時間内の初動体制 

(ｱ) 配備についてない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

(ｲ) 勤務場所を離れる場合には、所属長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

(ｳ) 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

(ｴ) 正規の勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまでは退庁せず待機する。 

(ｵ) 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意を

払う。 

市 長 

副 市 長 

市長補佐官 
（危機管理担当） 

本部事務局 

危機管理室長 

（総務部本部班長） 

当 直 者 各 職 員 

各部長、班長 関係出先機関 
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イ 勤務時間外（夜間及び休日）の初動体制 

(ｱ) 災害が発生し、その災害が「災害時の配備体制」に定める事項に該当すること

を知ったとき、又は体感その他により該当すると推定されたときは、指令を待つ

ことなく、所属の勤務場所もしくはあらかじめ指定された場所に参集する。 

(ｲ) 災害のため、緊急に登庁する際は、特に指示があった場合を除き、できるだけ

安全かつ作業が可能な服装等を着用し、参集する。 

(ｳ) 参集途上においては、可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、

参集後ただちに所属の責任者に報告する。 

ウ 持ち場に参集できない場合 

(ｱ) 病気その他やむを得ずいずれの施設にも参集が不可能な場合は、その旨を可能

な限りの手段を使って所属長もしくは最寄りの施設の責任者へ連絡する。 

 

３ 初期活動 

災害発生直後の初期活動を示す。また、６、12、24、48時間以内に行うべき災害対策

本部体制における活動については、「河内長野市職員災害時初動マニュアル」に基づき

実施する。 

＊資料1-8 緊急配備体制における初期活動（地震） 
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第２項 広域応援要請及び要員確保計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、企画総務部（広報部） 

 

災害に際し、本市職員のみでは対応が不十分となる場合には、災害対策基本法に基づき、関係

機関や団体に対して職員の派遣を要請し、応急対策、復旧対策に万全を期す。 

 

第１ 応援の要請 

災害時の応援については、応急措置を実施するために、労働力の提供を短期間身分の異動を

伴わずに要請する。 

なお、応援に要した費用（交通費、諸手当、食糧費、資機材等の費用及び輸送費）等につい

ては市が負担し、応援要員は企画総務部（広報部）の指揮により配備する。 

 

１ 応援の要請できる要件 

本市の地域に災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。 

(1) 応急措置を実施するために必要があると認められる場合 

(2) 自己の持つ消防力等では、消防、水防、救助等の効果的な応急措置の実施が困難な

場合 

(3) 緊急を要する時、地理的にみて近隣の市町村に応援を求めた方がより効果的な応急

措置の実施ができると認められる場合 

 

２ 応援にあたっての要請事項 

(1) 災害の状況及び応援を要請する理由 

(2) 応援を必要とする機関 

(3) 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

(4) 応援を必要とする場所 

(5) 応援を必要とする活動内容 

(6) その他必要事項 

 

３ 知事に対する応援の要求等 

災害対策基本法第68条に基づき、知事に対して応援の要求等を行う。 

この場合には、府危機管理室を通じて行う。 

 

４ 他の市町村に対する応援の要求 

災害対策基本法第67条に基づき、他の市町村長に対して応援の要求を行う。 

また、災害時応援協定を締結した市町村に対して応援の要求を行う。 

＊資料12-1 災害相互応援協定（中河内地域・南河内地域９市２町１村） 

＊資料12-2 災害時における相互応援協定（橋本市・五條市・河内長野市） 

 

第２ 職員の派遣要請 

災害発生時の応急対策、復旧対策を実施するため、本市職員のみでは対応ができない場合は、

府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対し、職員の長期的な派遣を要請する。 

 

１ 府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対する派遣の要請 

地方自治法第252条の17又は災害対策基本法第29条第２項の規定により職員の派遣を要

請する。 

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

(1) 派遣を要請する理由 

(2) 派遣を要請する職員の職種別人員数 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
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(5) その他職員の派遣について必要な事項 

 

２ 職員の派遣のあっせんの要請 

市長は、災害対策基本法第30条第１項に基づき、応急対策又は復旧対策のために必要

があるときは、知事に対し、指定地方行政機関又は特定公共機関の職員の派遣のあっせ

んについて要請する。また、災害対策基本法第30条第２項に基づき、知事に対し、他の

地方公共団体又は特定地方公共機関の職員の派遣のあっせんについて要請する。 

なお、危機管理室（総務部本部班）は、その場合の手続きを次の事項を記載した文書

で行う。 

(1) 派遣のあっせんを求める理由 

(2) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項 

 

３ 経費の負担 

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、同施行令17、18、

19条に定めるところによる。 

 

第３ 応援の受入れ 

府や他市町村、指定地方行政機関、特定公共機関、特定地方公共機関、協定市等に応援を要

請した場合、その応援部隊の内容（職員の数及び技能、応援資機材、車両等の状況）、到着予

定日時・場所、活動日程等を市災害対策本部が確認し、応援を要する部署へ速やかに連絡する。 

応援を要する部署は、応援部隊の受入れについて次の措置を講ずる。 

 

１ 誘導 

応援に伴い誘導の要求があった場合は、後方支援活動拠点、地域防災拠点、被災地等

へ誘導する。また、必要に応じて案内者を確保する。 

 

２ 連絡窓口の設置 

連絡調整のために連絡担当者を指名し、必要に応じて連絡窓口を設置する。 

 

３ 資機材等の準備 

広域応援部隊の作業に必要な資機材等を準備するほか、必要な設備の使用等に配慮す

る。 

 

４ 災害時用臨時へリポートの準備 

ヘリコプターを使用する応援活動を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポートを消防

本部（消防部）と協力して、直ちに離発着できるように準備する。 

 

第４ 労働力の確保 

１ 災害対策基本法その他の法律に基づく従事命令、協力命令 

市長は、市域に災害が発生した場合、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するために必要があると認めるときは、災害対策基本法第65条に基づき、

市民又は応急措置の実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることが

できる。 

この場合、業務に従事したものがそのために死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかっ

たときは、災害対策基本法第84条の規定により補償を行う。 
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(1) 従事命令、協力命令の種類と執行者 

災害応急対策作業 命令区分 根拠法令 執行者 

災害対策基本法第65条第1項 市 長

 〃  第65条第2項 警 察 官災害応急対策事業 

(災害応急対策全般) 
従事命令 

 〃  第65条第3項 
派遣を命ぜられた部

隊 等 の 自 衛 官

従事命令 災 害 救 助 法第24条 災 害 救 助 作 業 

(災害救助法に基づく

救助) 
協力命令  〃  第25条 

知 事

災害対策基本法第71条第1項 知 事災害応急対策事業 

(災害救助を除く応急

処置) 

従事命令 

協力命令  〃  第71条第2項 委任を受けた市長

災害応急対策事業 

(災害応急対策全般) 
従事命令 警察官職務執行法第4条 警 察 官

消 防 作 業 従事命令 消防法第29条第5項 
消 防 吏 員

消 防 団 員

水 防 作 業 従事命令 水防法第24条 
水 防 管 理 者

消 防 機 関 の 長

 

(2) 従事命令の対象者 

命令区分（作業対象） 対 象 者 

災害対策基本法による市長、警察官、

海上保安官、自衛官の従事命令 

（災害応急対策全般） 

当該市の区域の住民又は当該応急措置

を実施すべき現場にある者 

警察官職務執行法による警察官の従事

命令（災害応急対策全般） 

その場に居合わせた者、その事物の管

理者、その関係者 

従事命令（消防作業） 

従事命令（水防作業） 

火災の現場附近にある者 

水防の現場にある者、又は区域内に居

住する者 

 

(3) 公用令書の交付 

従事命令又は協力命令を発するとき、又は発した命令を変更し、又は取消すときは

公用令書を交付するものとする。 

災害対策基本法に定める公用令書の様式は、以下のとおりである。 

＊様式14 公用令書 

(4) 費用 

知事又は知事の委任を受けた市長が、災害対策基本法第71条の規定に基づいて発し

た従事命令により災害応急対策に従事した者に対しては災害対策基本法第82条により

府が実費を弁償する。 

(5) 損害補償 

従事命令により災害応急対策に従事した者が、そのことにより死亡もしくは負傷、

又は疾病にかかった場合には、災害対策基本法第84条の規定によりその損害を補償す

る。 

 

第５ 要員の対策従事 

災害時における災害対策実施機関の職員、民間協力団体、雇用した一般労働者並びに従事命

令・協力命令による労働者は、次によりそれぞれ災害対策に従事する。 

 

１ 災害対策実施機関の職員 

災害対策実施機関の職員は、各機関で定める計画に従い、その対策に従事する。 
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２ 民間協力団体 

民間協力団体の活動内容は主として次のとおりであるが、活動内容の選定にあたって

は、団体等の意見を尊重して行う。 

(1) 炊出し、その他災害救助活動の協力 

(2) 清掃及び防疫 

(3) 災害応急対策用物資、資機材の輸送及び配分 

(4) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(5) 軽易な作業の補助 

(6) その他上記の作業に類した作業 

 

３ 一般労働者 

(1) り災者の安全な場所への避難 

(2) 医療及び助産における各種移送業務 

(3) り災者の救出 

(4) 飲料水の供給 

(5) 救済用物資の輸送 

(6) その他災害応急対策実施上の補助業務 

 

４ 従事者 

従事命令又は協力命令を受けたその公用令書に記載された業務に従事する。 

 

５ 派遣職員 

派遣要請を受けた職種に応じ指示された業務に従事する。 
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知事に派遣要請を要求したことの通知 

知事に要請の要求が出来ない場合（直接連絡） 

第３項 自衛隊災害派遣要請計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班） 

 

災害が発生した場合、又は発生するおそれのある場合で、市、府及び関係機関の機能をもって

してもなお応急措置に万全を期し難く、市民の生命又は財産の保護のため市長が自衛隊の災害派

遣を要すると判断したときは、自衛隊法第83条の規定に基づき、知事に自衛隊の災害派遣要請を

要求する。 

市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接自衛隊に災害

の状況を通知する。なお、この通知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。 

 

第１ 災害派遣の要求手続 

市長が知事に対して派遣要請を要求する場合は、様式13「災害派遣要請書」を知事あてに提

出する。ただし、緊急を要する場合は、電話その他敏速な方法により連絡するものとし、事後

すみやかに「災害派遣要請書」を提出する。同時に自衛隊に対してもその内容を直接連絡する。 

府への連絡及び関係書類の提出は、府危機管理室を窓口とする。 

 

１ 「災害派遣要請書」記載事項 

(1) 災害の情況及び派遣を要請する理由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 

 

２ 自衛隊の連絡先 

陸上自衛隊  第３師団司令部  伊丹市広畑１-１    072-781-0021 

信太山駐屯地   和泉市伯太町官有地  0725-41-0090 

 

要請経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長（本部長） 河 内 長 野 警 察 署 長 

大 阪 府 

警察本部 

陸上自衛隊第37普通科連隊長（第３科）

電話 0725-41-0090 内線 236・238 

夜間 302 

大阪府防災行政無線 88-825-0 

和泉市伯太町官有地 

陸上自衛隊信太山駐屯地 

陸上自衛隊第３師団長 

（第３部 防衛班） 

電話 072-781-0021 内線 3734 

夜間 3301 

大阪府防災行政無線 88-823-0 

伊丹市広畑１丁目１ 

要請要求 

派遣要請

協議

通知

命令

通知 大阪府知事（危機管理室） 

大阪府防災行政無線88-200-4880、4886

電話 直 通 6944-6021 

6022 
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第２ その他の自衛隊の災害派遣 

その他の自衛隊の災害派遣は、上記の市長の要求による知事からの要請に基づく部隊等の派

遣以外にも、次の場合に行う。 

 

１ まさに災害が発生しようとしている場合における知事の単独要請に基づく災害派遣 

 

２ 自衛隊の自主派遣基準 

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、自衛隊は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣する。 

この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、緊密な連絡調整のもとに適切

かつ効率的な救援活動を実施するよう努める。 

(1) 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合 

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、市町村長、警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による収

集その他の方法により入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認

められる場合 

(3) 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施す

る場合 

(4) その他災害に際し、上記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待

ついとまがないと認められる場合 

 

第３ 派遣部隊の受入れ体制 

派遣要請を依頼したときは、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入れ体制

について、自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように、次の事項を行う。 

 

１ 派遣部隊の誘導 

自衛隊の派遣要請を行ったときは、必要により河内長野警察署に対し派遣部隊の誘導

について依頼する。 

 

２ 受入れ体制 

(1) 危機管理室（総務部本部班）は、派遣部隊の指揮官との連絡調整にあたる。 

(2) 受入れ体制の確立 

応援の決定により要員の派遣が行われる場合には、宿舎等のため河内長野市高向

1218番地1他（19000㎡：宮の下駐車場）に、指揮連絡、車両・資機材置き場、宿舎等

のための拠点を設け、受入れ体制を整える。 

 

３ 作業計画及び資機材等の整備 

自衛隊の部隊が行う作業が円滑かつ迅速に実施できるよう、作業内容・計画を策定す

るとともに、作業実施に必要な資機材を準備する。 

 

４ 災害時用臨時ヘリポートの設営等 

災害に際し、ヘリコプターを使用する要請を行った場合については、災害時用臨時ヘ

リポートについても設営の準備をする。 

 

５ 自衛隊の活動内容 

自衛隊には、次の内容について災害の態様に応じた活動を要請する。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 避難の援助 

(3) 避難者等の捜索救助 

(4) 水防活動 
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(5) 消防活動 

(6) 道路又は水路の啓開 

(7) 応急医療、救護及び防疫 

(8) 人員及び物資の緊急輸送 

(9) 炊飯及び給水 

(10)物資の無償貸付又は譲与 

(11)危険物の保安及び除去 

(12)その他 

 

６ 知事への報告 

自衛隊到着後及び必要に応じて、次の事項を知事に報告する。 

(1) 派遣部隊の長の官職氏名 

(2) 隊員数 

(3) 到着日時 

(4) 従事している作業の内容及び進捗状況 

(5) その他参考となるべき事項 

 

第４ 派遣部隊等の撤収要請 

市長は、作業の進捗状況を把握し、派遣要請の目的を達成したとき又は必要がなくなったと

判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議の上、速やかに口頭又は電話により知事に

対し撤収を要請する。なお、事後速やかに様式13「撤収要請書」を提出する。 

 

「撤収要請書」記載事項 

(1) 撤収要請日時 

(2) 派遣された部隊 

(3) 派遣人員及び従事作業の内容 

(4) その他参考となるべき事項 
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第４項 災害救助法適用計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班） 

 

市域で災害によって住家が滅失した世帯数が、災害救助法に定める基準以上に達し、又は、多

数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合であって厚生労働省令が定める基準に

該当し、被災者が現に救助を要する状態にある場合は、知事は、災害救助法を適用して同法に基

づく救助を行う。 

 

第１ 実施責任者 

災害救助法の適用に基づく応急救助活動は知事が実施する。 

ただし、災害の事態が急迫して、知事による救助活動の実施を待ついとまのない場合は、市

長は知事に代って実施する。 

また、知事の救助事務の一部を委任された場合は、委任された事項について、市長は実施責

任者となって応急救助活動を実施する。 

 

第２ 災害救助法の適用基準 

法による救助は、市の区域単位に原則として同一原因の災害の程度が次のいずれかに該当す

る場合で、かつ被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施する。 

 

１ 市の区域内の住家滅失世帯数が100世帯以上に達するとき 

 

２ 府の区域内の住家滅失世帯数が2,500世帯以上であって、本市の区域内の住家滅失世帯

数が50世帯以上に達するとき 

 

３ 府の区域内の住家滅失世帯数が12,000世帯以上であり、市の区域内の被災世帯数が多数

であるとき 

 

４ 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の保護を著しく困難とす

る厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したと

き 

 

５ 多数の者が生命もしくは身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

厚生労働省令で定める基準に該当するとき 

 

第３ 住家滅失世帯数の算定基準 

１ 全壊（全焼）、流失世帯は住家滅失１世帯とする。 

 

２ 半壊、又は半焼する等著しく損傷した世帯は２世帯をもって住家滅失１世帯とする。 

 

３ 床上浸水、土砂の堆積等で、一時的に居住することが出来ない状態となった世帯は、３

世帯をもって住家滅失１世帯とする。 

なお、被害の程度については、被害状況の報告基準のとおりである。 

＊資料3-1 被害状況等報告基準 

 

第４ 災害救助法の適用手続き 

１ 市長は、本市における災害による被害の程度が、前記第２の「災害救助法の適用基準」

のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある場合には、直ちにその状況を知事に報告

する。 

 

２ 市長は、前記第２の「災害救助法の適用基準」の４の後段及び５の状態で、被災者が現
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に救助を要するときは、法の適用を要請しなければならない。 

 

３ 市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、

法による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告するとともに、その後の処置につい

て知事の指示を受けなければならない。 

 

第５ 災害救助法による救助の種類 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

 

１ 収容施設の供与（応急仮設住宅を含む） 

 

２ 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給 

 

３ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

 

４ 医療及び助産 

 

５ 災害にかかった者の救出 

 

６ 災害にかかった住宅の応急修理 

 

７ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

 

８ 学用品の給与 

 

９ 埋葬 

 

10 死体の捜索及び処理 

 

11 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

 

第６ 職権の一部委任 

知事は、救助を迅速に行うため必要であると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。（災害救助法第30条） 

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助するものとする。 

 

第７ 災害救助法の救助の基準 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実費弁償の一般基準は、大阪府災害救助法施行細

則に定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期することが

困難な場合は、その都度、厚生労働大臣に協議して個々に基準を定める（特別基準）こととな

る。 

＊様式８ 被害状況等報告様式 

＊資料3-2 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」一般基準 



－地震災害応急・復旧・復興対策－[1.組織・情報－1.組織運営] 

 2-18 

第５項 激甚災害の指定 
 

●実施担当部局 全部局 

 

市長は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成して府

各部局に提出し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。なお、激

甚災害に係わる財政援助措置の対象は次のとおりである。 

 

第１ 激甚災害指定による財政援助 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

 

２ 農林水産業に関する特別の助成 

 

３ 中小企業に関する特別の財政援助 

 

４ その他の財政援助及び助成 
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第２節 情報 
 

第１項 地震に関する情報等収集伝達計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班） 

 

府下に地震が発生した場合、地震に関する必要な情報の収集及び伝達を実施する。 

 

第１ 地震情報 

１ 地震情報の種類、内容 

大阪管区気象台が発表する地震に関する情報は下表のとおりである。 

 

情報の種類 内容 

震度速報 
地震発生約２分後、震度３以上の全国約180に区分し

た地域名と地震の発生時刻を発表 

震源に関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）に「津波の心配なし」又は「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害の心配はなし」を付加して

発表 

震源・震度に関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度３以上の地域名と市町村名を発表。な

お、震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を発表 

各地の震度に関する情報 
震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチュード）を発表 

地震回数に関する情報 
地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の

回数を発表 

 

２ 大阪府震度情報ネットワークシステム 

市役所に設置されている計測震度計の結果は、地震発生後直ちに危機管理室及び消防署

に情報が表示される。観測結果は府危機管理室に伝達され、観測内容は防災情報システム

により、端末パソコンに自動的に配信される。 
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第２項 被害情報収集伝達計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、企画総務部（総務部情報班）、会計室（総務部

情報班） 

［全部局］ 

 

震災時における被害情報等の収集伝達は、府域で「原則として震度４以上」を観測した場合に

行う。地震発生後、直ちに防災行政無線等を活用し、被害状況の把握及び応急対策実施のための

情報収集活動を行うとともに、府防災情報システムにより、府をはじめ関係機関に迅速に伝達す

る。 

 

第１ 初動情報の把握 

次の情報により、被害のある地域、被害の規模等の把握に努めるとともに、府をはじめ関係

機関へ速やかに伝達する。 

 

１ 庁舎周辺の被害状況 

 

２ 消防機関への通報状況 

 

３ 河内長野警察署からの情報（通報状況等） 

 

４ 防災関係機関からの情報 

 

５ 市民等からの情報 

 

６ 各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報 

 

７ その他 

 

第２ 被害状況等の把握 

１ 災害情報の一元化を図るため、情報通信総括責任者として副市長を選任し、災害情報の

収集・総括・報告にあたる。 

 

２ 災害対策本部が設置された場合、各班長は、被害の程度・規模等の状況を災害の推移に

応じて迅速かつ的確にまとめ、本部長に報告し、とるべき措置について指示をあおがなけ

ればならない。 

(1) 被害状況の種類については、次のとおりである。 

ア 災害の原因 

イ 災害が発生した日時 

ウ 災害が発生した区域・場所 

エ 被害状況 

オ 災害に対して既にとった措置 

カ 災害に対して今後とろうとする措置 

キ 災害対策に要した費用の概算額 

ク その他必要な事項 

(2) 被害調査の担当は、災害対策本部の事務分掌による。 

 

３ 被害調査報告 

被害調査はそれぞれ各課（各班）が実施し、企画総務部（総務部情報班）に報告する。 

なお、緊急を要する被害の報告は、無線で本部に連絡する。 
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４ 市民からの通報受付 

災害対策本部の応急対策活動の円滑化を図るために、市民等からの被害通報や応急対策

依頼内容については、市民文化部市民税務室、人権推進室（生活部本部班）が集中して受

付けるものとする。 

 

５ 調査報告の留意事項 

(1) 被害状況を迅速かつ的確に把握するため、関係機関と常に連絡を図る。 

(2) 災害対策本部への報告は、様式８により実施するが、緊急を要する報告は無線、電話

等で行う。 

(3) 被害の様子については、できるだけ写真を添付する。 

(4) 被害の調査にあたっては、河内長野警察署と連絡を密にする。 

 

６ 広域情報の把握 

大阪府防災情報システムの端末機で把握する。 

 

第３ 被害状況の報告 

収集した被害情報等のうち、必要なものを整理して、次に示す関係機関に連絡する。また、

情報の正確さを期すため関係機関等の情報を相互に交換する。 

 

１ 報告を要する関係機関 

 

２ 応急対策を実施する庁内の関係各班 

 

３ 報道機関 

 

４ 市民 

＊様式１ 発信用紙 

＊様式２ 受信用紙 

＊様式３ 災害概況速報（地震・火災用） 

 

第４ 大阪府等への報告 

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第１項並び消防組織法第40条に基づく災害報告

取扱要領（昭和45年４月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15

日付消防災第267号）により、基本的に府に対して行う。ただし、市域で震度５強以上の地震

を観測したときには、第一報を府に対してだけでなく直接、国（総務省消防庁）に対しても原

則として、観測後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。 

消防機関への通報が殺到する場合は、その状況を府及び国（消防庁）に通報する。 

府への報告が、通信の途絶によりできない場合は、直接国（消防庁）に報告する。 

応急措置が完了した後、速やかに府に災害確定報告を行う。 

 

１ 報告の基準 

(1) 一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

イ 市が災害対策本部を設置したもの。 

(2) 個別基準 

地震が発生し、市の区域内で震度４以上を観測したもの。 

(3) 社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられる

等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

(4) その他、特に報告の指示があった場合 
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２ 報告要領 

８階無線室に設置されている大阪府防災情報システムの端末機により報告を行う。 

なお、防災情報システムの機器の故障及び防災情報システム端末機が使えない場合は、

大阪府防災行政無線、電話、ＦＡＸ等で行う。 

(1) 「直後」報告（災害概即報） 

被害の状況を総括的なランク（重度、軽度、なし）で調査対象別（人的、住家、非住

家、土木被害）に報告する。 

(2) 「即報」報告（被害状況即報） 

調査対象別に、被害数値（被害者数、被害個所数、被害金額等）を町丁目及び小学校

区別に入力し、適宜報告する。 

(3) 「確定」報告（災害確定報告） 

最終の確定被害数値を報告する。 

 

３ 土砂災害の報告 

市は土砂災害が発生した場合には、地すべり、急傾斜地災害報告様式（府用）及び土石

流災害報告様式（府用）により、富田林土木事務所まで、被害状況の報告を行う。 

＊資料3-1 被害状況等報告基準 

＊様式８ 被害状況等報告様式 

＊様式９ 地すべり・がけ崩れ災害報告様式（緊急・詳細報告用） 

＊様式10 土石流等災害報告様式（緊急報告用）（詳細報告用） 

 

第５ 異常現象発見時の通報 

堤防からの漏水や、地割れ、湧水の出現、井戸水位の急激な変動等、災害が発生するおそれ

がある異常現象を発見した者は遅滞なく、その旨を施設管理者、市長、警察官又は消防署等に

通報する。通報を受けた者は、その旨を速やかに市長に、また市長は府及び関係機関に通報す

るとともに、市民に対して周知徹底を図る。 
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情報収集伝達経路 
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第３項 災害通信計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班） 

 

災害時における関係機関、市民団体等相互間の通信連絡を迅速かつ円滑に実施するため、関係

機関は、それぞれの通信連絡窓口を定め、迅速かつ的確な通信連絡の確保を図る。 

災害時の通信連絡手段としては、電話が電話線の切断や電話の輻そう等による混乱で使用でき

ない場合には、本市保有の各種無線や府防災行政無線、又は関係機関の各種通信施設を有効に利

用して、情報の疎通に支障のないようにする。 

 

第１ 通信連絡窓口 

１ 国、大阪府、隣接市町村、指定公共機関、指定地方公共機関、警察等 

＊資料4-1 通信連絡窓口 

 

第２ 河内長野市防災行政無線 

市防災行政無線は、防災上重要な避難所等の拠点に対し、一斉に同一内容を放送できる「固

定系」と、陸上移動局の単信通信方式による「移動系」があり、これらの無線施設を有機的に

運用し、災害時に特に必要な関係機関や避難所との連絡や、市災害対策本部からの連絡を円滑

に実施できるようにしたものである。 

市防災行政無線システムの概要は、次のとおりである。 

＊資料4-2 市防災行政無線系統及び設置場所 

 

１ 固定系 

この無線システムは、各種災害情報や災害対策本部からの指令等を伝達し、連絡内容に

応じて市民等への周知を行う。 

固定系の設置場所は次のとおりである。 

＊資料4-2 市防災行政無線系統及び設置場所 

 

２ 移動系 

災害時に、被災現場における被害状況や、避難所等における応急対策活動の連絡に用い

る。災害対策本部の設置後は、全ての移動局は開局して各種災害情報の収集・伝達等に利

用する。 

なお、本部設置後の通信内容は緊急なものから優先し、簡潔明瞭に通信し、また不要不

急の通信は禁止する。 

 

３ その他の通信施設 

その他の市保有の無線施設としては、消防無線・水道無線等がある。 

これは、設置している部局を中心として、災害活動状況や被災現場の状況等を連絡する。 

特に、本部設置以後は、主管業務以外の災害情報の収集伝達にも使用する。市消防無線

システムの概要は、次のとおりである。 

 

 

河内長野市消防無線系統 

 

  

 

 

  

 

 

消防本部 車両（消防車両）21局 

携帯      27局 

救急車両     4局 

（無線） 
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第３ 大阪府防災行政無線 

府とその出先機関及び府下市町村並びに関係機関を結ぶ無線網であり、一般公衆回線の輻そ

う・途絶時に連絡が可能である。 

専用電話機は、危機管理室と当直員室（夜間切換用）に設置されており、災害対策本部設置

時は、当直員室から８０２会議室にコネクター差し替えにより移設して運用する。 

 

１ 一斉通信 

府からの一斉伝達に利用される。通信（気象情報等）は防災用ファクシミリで受信され

るので、関係者に通報する。 

 

２ 無線電話機能 

無線ネットワーク内で、加入電話が輻そうして利用できない場合は、この無線で連絡す

る。 

＊資料4-3 大阪府防災行政無線局番号一覧 

 

第４ 非常通信 

１ 非常通信 

官公庁、会社、船舶、アマチュア無線等の全ての無線局は、平素は許可を受けた業務の

他に使用しないが、災害時の非常事態が発生したとき、又は発生するおそれがある場合で、

ＮＴＴ西日本その他の有線通信施設が事実上使用できないときは、電波法第52条の規定に

より各種予警報の伝達、被害情報の報告、人命の救助、災害の救援、交通・通信・電力の

確保、秩序の維持等に関する通信は、許可を受けた業務以外の通信（他人の通信を含む）

でも取り扱える。これを非常通信という。 

２ 非常通信経路 

本市から府への連絡は、あらかじめ通信経路等の計画を定めており、加入電話や府防災

行政無線等各種の通信が利用できないとき、この計画に基づき最寄りの警察署、消防本部

等まで電文を使送して、伝達してもらう。 

本市における非常通信の利用先としては、次のとおりである。 

＊資料4-4 非常通信経路 

 

第５ その他の通信設備 

１ 携帯電話 

必要に応じて、職員等の携帯電話を災害通信に利用できるよう協力を求める。使用に要

した費用については、市が負担するよう検討する。 

２ インターネット 

必要に応じて、市内のインターネット利用者に対し、災害通信についての協力を求める。

使用に要した費用については、市が負担するよう検討する 
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第４項 災害広報計画 
 

●実施担当部局 企画総務部（広報部） 

 

災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、人心の安定と速やかな復旧作業の推

進に資するため、市民に対し迅速かつ適切な広報を行う。 

 

第１ 実施機関 

災害時における広報については、広報内容の一元化を図り、市民に混乱が生じないように実

施する。 

このため、各部は、広報を必要とする事項は、企画総務部（総務部情報班）を通じて企画総

務部（広報部）に連絡する。 

広報責任者は企画総務部市民協働室長とし、情報通信総括責任者（副市長）と各部署と災害

対策本部各班との密接な協力のもとに円滑な広報の実施を行う。 

また、災害時要援護者にも配慮した多様できめ細かな広報手段の確保に努める。 

 

広報の内容 

(1) 地震発生直後の広報 

ア 地震の規模・余震・気象の状況 

イ 出火防止、初期消火の呼びかけ 

ウ 災害時要援護者への支援の呼びかけ 

(2) その後の広報 

災害の広報は、避難段階、救援段階、復旧段階等の各段階に応じて、市民の人心の安

定に必要とする情報の提供を行う。 

ア 市長からのメッセージ 

イ 災害時における市民の心構え 

ウ 災害に係る情報及び災害危険箇所等に関する情報（二次災害の危険性） 

エ 被害状況（一般的な被害状況以外に安否情報も含む） 

オ 災害応急対策の実施状況（被災者のために講じている施策） 

カ 現場を担当する部署の所管及び避難先の指示等 

キ 電気、ガス、電話、水道等の供給状況、復旧の見通し 

ク 災害復旧の見通し 

ケ 交通規制及び交通機関の運行状況 

コ 医療機関の情報 

サ 義援物資等の取扱い 

シ 災害の補償や融資に関すること 

ス その他（給食、給水、生活必需品等の供与状況、ゴミの収集、運搬等生活関連情

報）必要な事項 

 

第２ 広報の方法 

市民に対する具体の広報については、原則として次の方法により実施する。 

(1) 防災行政無線（固定系、屋外子局のトランペットスピーカー）による方法 

(2) 防災行政無線の届かない地区については、広報車による方法 

(3) 災害危険箇所については、防災行政無線による他、自治会の長に対して電話で行う方

法 

(4) 避難所については、防災行政無線（戸別受信機）による方法 

(5) 避難の指示については、避難誘導員の戸別訪問による方法 

(6) インターネット（市ホームページ）による方法 

(7) チラシ・ポスター、広報紙等印刷物による方法 

(8) 市内全域について被害を受けたときは、航空会社に協力を要請し、航空機等による方

法 
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(9) 緊急なものや広範囲にわたるものは、報道機関を通じて行う方法 

(10)ケーブルテレビ等への情報提供 

(11)点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障害者、聴覚障害者等に配慮し

たきめ細かな広報 

＊資料3-3 災害時の広報文例 

 

第３ 報道機関との連携 

１ 報道機関への情報提供 

企画総務部市民協働室長（広報班長）は、災害の状況や応急活動の実施状況等を、必要

に応じ報道機関に発表する。 

報道機関に対する情報の提供は、情報内容の一元化を図るため企画総務部（広報部）に

おいてすべて行う。 

なお、情報等の提供・発表に際しては、出来るだけ日時、場所、目的等を前もって各報

道機関に周知させて発表する。また、定期的な発表を行う。 

 

２ 緊急放送の実施 

避難の指示等で緊急を要する場合には、災害対策基本法第57条に基づき、放送局を利用

する必要があるとき、止むを得ない場合を除き原則として府に次の事項を明らかにしたう

え放送を依頼する。 

(1) 放送要請の理由 

(2) 放送事項 

(3) 希望する放送日時及び送信系統 

(4) その他必要な事項 

 

３ 災害時要援護者に配慮した広報 

広報にあたっては、災害時要援護者に配慮した広報に努める。 

 

第４ 広報資料の収集 

１ 各機関でとりまとめた資料を最大限に利用し、災害の現場における現地取材も行う。 

 

２ 災害写真の撮影 

(1) 現場に写真撮影班（広報班）を派遣して、被害写真を直ちに撮影する。 

(2) 他の機関が撮影した写真の収集にも努めるものとする。 

(3) 災害写真はすみやかに引伸し掲示するなど速報に用いるほか、他の機関から依頼があ

った場合は提供する。 

 

第５ 広聴活動の実施 

市、府をはじめ防災関係機関は、被災地市民の要望事項等を把握するとともに、市民からの

各種問い合わせに速やかに対応できるよう、専用電話及び専用ファクシミリを備えた窓口を開

設するなど、積極的に広聴活動を実施する。 
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第３節 資源動員 
 

第１項 緊急輸送計画 
 

●実施担当部局 企画総務部（総務部情報班）、都市建設部（交通部） 

 

震災時における被災者及び災害応急対策の実施に必要な人員、資機材等を迅速かつ確実に輸送

するため、各機関の保有する車両、船舶、航空機等を動員するとともに、運送関係業者等の保有

する車両等を調達するなど、緊急輸送体制を確保する。 

 

第１ 緊急輸送の対象等 

１ 緊急輸送の対象は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者 

(2) 医療、救助、通信等の応急措置に必要な要員、資機材等 

(3) 飲料水、食糧、生活必需品等 

(4) 救援物資等 

(5) 応急復旧に係る要員、資機材等 

 

２ 輸送順位 

(1) 市民の生命の安全を確保するために必要な輸送 

(2) 災害の拡大防止のために必要な輸送 

(3) (1)、(2)以外の災害応急対策のために必要な輸送 

 

第２ 緊急輸送手段の確保 

輸送にあたっては、車両、鉄道、航空機等の手段が考えられるが、その確保については、企

画総務部（総務部情報班）、都市建設部（交通部）が次のとおり実施する。 

 

１ 車両の確保 

現在、本市で保有する車両等は、下記のとおりである。 

また、市保有の車両で不足する場合は、市内の運送業者に協力を要請する。 

＊資料5-1 公用車の保有状況 

 

２ 市内で車両の確保が困難な場合は、次の事項を明示して府に調達を要請する。 

(1) 輸送区間及び借り上げ期間 

(2) 輸送人員又は輸送量 

(3) 車両等の種類及び台数 

(4) 集結場所及び日時 

(5) その他必要な事項 

 

３ 鉄道による輸送 

自動車による輸送が困難な場合には、南海電気鉄道（株）及び近畿日本鉄道（株）に依

頼して輸送を確保する。 

 

４ 航空機による輸送 

地上の輸送が不可能な場合又は山間等孤立地区への輸送が必要な場合は、ヘリコプター

等の航空機の使用について、臨時離発着場を指定して、府に調達を要請する。 

 

５ 緊急交通路の確保 

(1) 広域緊急交通路 

府は、震災時における緊急輸送活動を迅速かつ効果的に実施するための緊急交通路を
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定めている。 

本市域に係る予定路線は、次の３路線である。但し、国道371号のバイパスが一部開通

している現在、次の路線で緊急輸送することを考慮する。 

・国道170号（外環状） 

・国道310号（堺方面より原町北） 

・国道371号（和歌山県境より上原町） 

(2) 地域緊急交通路 

市は、震災時における緊急輸送活動を迅速かつ効果的に実施するための地域緊急交通

路を定める。 

＊資料5-2 緊急交通路路線 

(3) 点検 

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路管理者は、道路施設の被害状況及び安全

性の点検を行い、その結果を府及び府警察に連絡する。 

(4) 啓開作業 

道路施設の被害が甚大で、緊急交通路が途絶した場合、道路管理者は、関係機関の協

力を得て、この輸送路における障害物の除去及び道路施設の応急補修等の啓開作業を優

先的に行う。 

 

第３ 緊急通行車両の確認 

府公安委員会が災害対策基本法第76条第１項に基づく通行の禁止又は制限を行った場合は、

府公安委員会（警察署長）に対して、緊急通行車両の確認を申請し、確認を得て緊急輸送を実

施する。 

 

１ 申請手続 

緊急通行車両であることの確認を受けるときは、市長は、「緊急通行車両確認申請書」

を府又は府公安委員会（府警察又は河内長野警察署交通課）に提出する。 

＊様式12-3 緊急通行車両確認申請書 

 

２ 緊急車両の証明書及び標章の交付 

緊急通行車両の確認を受けた場合は、知事又は公安委員会から証明書及び標章を交付さ

れるので、車両の前面の見やすい位置に貼付けて輸送を実施する。 

＊資料5-3 緊急通行車両確認証明書及び標章 

 

３ 緊急物資の集積場所 

災害時における緊急物資については、輸送の効率を上げるため、一時的に次の場所に集

積する。 

市における集積場所：府立長野高等学校 

 

４ 非常用燃料の確保 

緊急輸送に使用する車両の燃料は、あらかじめ依頼した業者から調達する。 

 

第４ 輸送基地の確保 

１ 陸上輸送基地 

(1) 陸上輸送基地に選定された施設の管理者は、施設及びその周辺の被害状況や施設の利

用可能状況を把握し、府に報告する。 

(2) 施設管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。 

 

２ 航空輸送基地 

(1) 市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可能状況を把握し、府

に報告する。 

(2) 市及び府は、大阪市消防局、府警察、自衛隊と協議し、開設するヘリポートを指定す
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る。 
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第２項 交通規制計画 
 

●実施担当部局 都市建設部（交通部） 

 

震災時において府公安委員会、府警察、道路管理者は相互に協力して交通に関する情報を迅速

かつ的確に把握し、交通の混乱を最小限にとどめ、被災者の安全な避難と緊急車両等の通行を確

保するために、交通規制を実施する。 

 

第１ 実施責任者 

災害により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは

通報により認知したときは、次の区分により区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制

限を行うが、道路管理者及び河内長野警察署は、密接な連携のもとに適切な処置をとる。 

 

 実施責任者 範囲 根拠法 

道
路
管
理
者 

国土交通大臣 

府知事 

市長 

１．道路の破損、欠壊その他の事由により危

険であると認められる場合 

２．道路に関する工事のためやむを得ないと

認められる場合 

道路法 

第４６条 

第１項 

１．災害応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため緊急の必要があると認めら

れるとき。 

災害対策 

基本法 

第７６条 

第１項 

公安委員会 

２．道路における危険を防止し、その他交通

の安全と円滑を図り、又は交通公害その他

の道路の交通に起因する障害を防止するた

め。 

道路交通法 

第４条 

第１項 

警察署長 道路交通法第４条第１項に規定する交通規

制のうち、適用期間が短いもの。 

道路交通法 

第５条 

第１項 

道路における交通が著しく混雑するおそれ

がある場合 

道路交通法 

第６条 

第２項 

 

公
安
委
員
会
・
警
察 警察官 

道路の損壊、火災の発生その他の事情によ

り、道路において交通の危険が生ずるおそれ

がある場合 

道路交通法 

第６条 

第４項 

 

第２ 府公安委員会、府警察による交通規制 

１ 大地震発生後の緊急交通路の確保（第１次交通規制） 

府警察は、大阪府地域防災計画に指定する緊急交通路重点14路線について緊急通行車両

以外の車両の通行禁止・制限の交通規制を行う。ただし、本市域の道路はこれには該当し

ない。 

また、府下への流入車両を抑制する必要がある場合には、「近畿管区警察局管内におけ

る大規模災害発生時等の広域交通管制に関する協定」に基づき、周辺の府県警察に対し、

府県境において府下への車両の進入を禁止するなどの交通規制の要請を行う。 

 

２ 災害応急対策実施のための緊急交通路の確保（第２次交通規制） 

市は、災害応急対策を迅速かつ的確に行う必要があると認められる場合には、府、河内

長野警察署（府警察）、道路管理者と協議し、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動

等を考慮して、緊急通行車両の通行を確保すべき緊急交通路を選定する。 
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河内長野警察署（府警察）及び道路管理者は、選定された緊急交通路について必要な措

置を講じ、その結果を相互に連絡するとともに、府及び市に連絡する。 

(1) 道路の区間規制 

必要により、重点14路線の交通規制の見直しを行うとともに、他に選定した緊急交通

路の交通規制を実施し、道路管理者に連絡する。 

(2) 区域規制の実施 

被災地の状況等に応じて、府、市、道路管理者と協議して区域規制を行う、車両の通

行禁止区域は次の区域を基準として拡大又は縮小する。 

被害集中区域 規制区域 

南大阪区域 大和川以南の区域 

 

(3) 交通管制の実施 

被災区域への車両の流入抑制及び緊急交通路を確保するための信号制御等の交通管制

を行う。 

(4) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害

となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるとき

は、車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必

要な措置を命ずる。 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場合

に限り、自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ずる。 

(5) 交通規制の標識等の設置 

府警察及び道路管理者は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、

緊急の場合を除き、規制の対象、期間等を表示した標識等を設置する。 

(6) 社団法人大阪府警備業協会との連携 

府は、必要に応じて、社団法人大阪府警備業協会に対し、「災害時における交通の確

保等の業務に関する協定」に基づき、出動要請を行う。 

府警察は、「災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定」に基づき、派遣

された警備員の運用を行う。 

 

第３ 道路管理者の交通規制 

１ 点検 

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検を行い市

及び河内長野警察署（府警察）に連絡する。 

 

２ 通行規制 

震災時において、道路の破損、決損等により交通が危険であると認められる場合、ある

いは被災道路の応急復旧等の措置を講ずる必要がある場合には府警察と協議し、区間を定

めて、道路の通行を禁止し、又は制限する。 

 

３ 交通規制の標識等の設置 

車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、緊急的かつ一時的な場合を除

き、法令の定めに基づき、規制対象、期間等を表示した標識等を設置する。 

 

４ 道路啓開（通行の確保） 

業者等の協力を得て、啓開作業を行う。 

 

第４ 相互連絡 

府警察、道路管理者は、被災地の実態、道路及び交通の状況に関する情報を相互に交換する
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とともに、選定された緊急交通路について必要な措置を講じ、その結果を相互に連絡するとと

もに、府及び関係市町村に連絡する。 

 

第５ 広報 

市及び府警察、道路管理者は、道路における車両の通行禁止等の交通規制の措置を講じた場

合には、報道機関等を通じて、交通関係事業者、ライフライン事業者など緊急輸送活動に係る

関係機関、一般通行者（車）等に対し、その内容、迂回路等について広報する。また、緊急交

通路への一般車両の進入を防止し、緊急交通路の機能を十分発揮させるため、市民への周知を

行う。 

 

第６ 道路交通の確保対策 

１ 市民は、緊急の場合を除き、努めて車の使用を控える。 

 

２ 道路管理者は、道路パトロールを強化し、危険箇所、災害箇所の早期発見に努め、その

現況を把握する。 

 

３ 道路管理者は、危険箇所が発生した場合は、直ちに所轄警察に連絡のうえ、交通の規制

を行うと同時にこれにかわる迂回路の指定等の措置をとり、道路交通の確保に努める。 

 

４ 災害箇所については、道路管理者において早急に仮復旧等の応急措置を行う。 

 

５ 応急措置のための資機材については、必要に応じ緊急に調達する。 
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第３項 自発的支援の受入れ計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、企画総務部（生活部）、会計室（総務部）、保

健福祉部（生活部）、河内長野市社会福祉協議会 

 

市内外から寄せられる支援の申し入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処するよ

う努める。 

 

第１ ボランティアの受入れ 

市、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会福祉協議会その他ボラ

ンティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を活用

し、相互に協力、連携し、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよ

う適切に対処する。 

 

１ 受入れ窓口の開設 

ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてはボランティアで組織

する調整機関（以下「ボランティア調整機関」という）の自主性を尊重するものとする。

企画総務部（生活部）、保健福祉部（生活部）は、ボランティア調整機関と連携を図ると

ともに、その活動に対し情報提供、調整支援を行う窓口を開設する。 

 

２ 活動拠点の提供 

ボランティア活動に必要な場所、ボランティア関係団体への情報の提供に努める。 

 

第２ 義援金等の受付・配分 

寄託された被災者あての義援金等の受付、配分は次により行う。 

 

１ 義援金 

(1) 受付 

本市に寄託される義援金は、市があらかじめ定めた窓口－会計室（総務部）において

受け付ける。義援金の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行す

る。 

(2) 保管 

義援金は、被災者に配分するまでの間、当該災害に関する義援金受付専用口座を設け、

市指定金融機関で保管する。 

(3) 配分 

ア 義援金の配分方法、被災者に対する伝達方法等については、関係する機関が協議し

て決定する。 

イ 市長は、知事又は日本赤十字社大阪府支部から配分を委託された義援金を、被災者

に配分する。 

 

２ 義援物資 

保健福祉部（生活部）は、あらかじめ定めた計画（発注方式）に従い、義援物資の受付

け、保管、配分、輸送を行う。 

(1) 必要とする物資を明確にする。 

(2) 救援物資の申し出があった場合は次のことを要請する。 

ア 救援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量がわかるように表示すること。 

イ 複数の品目を梱包しないこと。 

ウ 腐敗する食糧は避けること。 

(3) 市に寄託される義援物資の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を

発行する。 

(4) 義援物資の配分方法等は、関係する部局等が協議して決定し、義援物資の種類・数量
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及び被災状況を考慮して、迅速に配分基準を定め早期に配分する。 

(5) 配分決定に基づき、義援物資を避難所等へ輸送する。 

(6) 寄託された義援物資を直ちに配分することが困難な場合は、大阪府立長野高等学校に

一時保管するものとする。 

 

３ 小包郵便料金の免除 

郵便事業株式会社河内長野郵便局は、災害が発生した場合、被災状況並びに被災地の実

情に応じて、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護活動を実施する。 

(1) 郵便事業株式会社が公示した場合は、被災者の救助を行う地方公共団体又は日本赤十

字社あての救助物資の小包郵便物料金は免除される。 

(2) 府及び市等の申請により、郵便事業株式会社が指定するものは、郵便振替による被災

者援護のための寄附金送金の料金は免除される。 

(3) 災害ボランティア口座の取扱いを行うこととした場合は、寄附金を募集し、集まった

寄附金を民間災害救援団体へ配分する。 

 

第３ 海外からの支援の受入れ 

海外からの支援について、国が作成する受入れ計画に基づき、必要な措置を講ずる。 

 

１ 府との連携 

海外からの支援が予想される場合、府と連携して、あらかじめ国に被災状況の概要、想

定されるニーズを連絡し、また、国からの照会に迅速に対応する。 

 

２ 支援の受入 

(1) 次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。 

ア 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等 

イ 被災地のニーズと受入れ体制 

 

(2) 受入れにあたっては、努めて自力で活動するよう要請するが、必要に応じて次のこと

を行う。 

ア 案内者、通訳の手配 

イ 活動拠点、宿泊場所等の確保 
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第２章 安全 
 

第１節 救助 
 

第１項 消防・救急救助計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、消防本部・消防団（消防部） 

 

地震による火災から市民の生命、財産を保護し、被害の軽減に努める。また、家屋倒壊等によ

り生命、身体に危険が及んでいる者あるいは生死不明の状態にある者を救出するとともに、負傷

者に対して応急手当を実施し、医療機関へ搬送する。 

 

第１ 実施機関 

消防本部・消防団（消防部）が、自主防災組織（自治会等で構成）、河内長野警察署と協力

して実施するが、消防本部等のみでは対応できない場合は、市消防計画（応援協力計画）に基

づき、隣接する市町村、消防本部、府、緊急消防援助隊及び自衛隊等に応援を要請する。 

 

第２ 対象 

１ 消火の対象 

地震に伴い発生した火災（原則として、人命の安全確保及び延焼拡大のおそれのある火

災を優先するもの） 

 

２ 救助の対象 

(1) 災害・事故等に起因し生命・身体に緊迫した危険、障害から自力により脱出できない

要救助者が発生した場合 

(2) 行方不明の者で、生存していると推定される場合 

 

３ 救急の対象 

医療機関に緊急に搬送を要する傷病者が発生した場合 

 

第３ 消防活動 

１ 活動の原則 

(1) 消火活動 

・人命の安全確保を図るための消火活動の優先 

・延焼火災の消火活動の優先 

(2) 救急・救助活動 

・火災現場における人命救助活動の優先 

・多数要救助事案優先 

・救命効果の高い事案の優先 

 

２ 消防本部は、地震災害時における人命の安全確保を図るための消火活動を優先させるこ

とに最重点をおき、次の消防計画に基づき、迅速、的確な消防活動を行う。 

(1) 情報計画（災害に係る作戦、指揮、広報等の警防活動に必要な情報の収集、伝達に関

する計画） 

(2) 警防計画（非常災害に対処するための体制、招集、組織、活動等に関する計画） 

(3) 応援協力計画（関係機関との応援協力に関する計画） 

 

３ 活動方針の決定 

消防活動の原則を踏まえ、災害の状況等を勘案し、部隊配備、活動方針等を決定する。 
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４ 自主防災組織等との連携 

同時多発災害に対応するため、自主防災組織、ボランティア等に貸与できる資機材等を

備蓄し、地域住民、関係機関と連携を図り、初動時における消火・救助活動の円滑化を図

る。 

 

５ 相互応援 

市単独では、十分に消防・救急救助活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘ

リコプター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合は、府、他市町村などに応援を要請

する。応援を受ける場合は、火災の状況、地理、水利の情報を提供する。 

 

６ 各機関による連絡会議の設置 

市、府、河内長野警察署及び自衛隊は、相互に連携した救助・救急活動が実施できるよ

う、情報連絡を密に行うとともに、活動区域や役割分担等の調整を図るため、必要に応じ

て被災地等に連絡会議を設置する。 
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第２項 医療救護計画 
 

●実施担当部局 保健福祉部（医療部） 

 

災害のため医療・助産機関が無くなった場合、あるいは機能が停止し、著しく不足又は混乱した

ため、被災地の市民が医療・助産の途をなくした場合に、応急的な医療・助産を行う。 

 

第１ 実施責任者 

市長が主体となり、市医師会及び富田林保健所の協力を得て、応急的な医療・助産活動を支

援する。 

 

第２ 対象者 

１ 災害時に、応急的に医療・助産を必要とする者 

 

２ 被災者に限定されるものではなく、医療・助産の途を無くした者 

 

第３ 医療情報の収集活動 

市は、市医師会等の協力を得て、人的被害・医療機関被害状況、活動状況及び被災地医療ニ

ーズについて把握し、速やかに府へ報告する。また市民にも可能な限り医療機関情報を提供す

る。 

 

第４ 現地医療対策 

１ 医療救護班の編成 

(1) 市内の全病院・医院の医師、看護師及び助産師等により編成する。なお、市内在住の

医師免許取得者の協力も得る。 

(2) 医療救護班の構成及び編成は適宜行うものとするが、原則として医師２名、看護師４

名、薬剤師１名、事務職員１名の計８名で１班を構成し、３班編成で災害の規模等の状

況に応じて増班する。 

(3) 医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当面必要な資器材等を携行する。 

(4) 市内の全病院・医院に、あらかじめ定められた計画により、保健福祉部(医療部)を出

動させる。 

 

２ 医療救護班の搬送 

(1) 医療関係機関 

原則として、医療関係機関で所有する緊急車両等を活用し、移動する。 

(2) 市 

医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、市及び府が搬送手段を確保し、搬送を行う。 

 

３ 救護所の設置 

適当な医療機関がないときは、安全性を考慮して、災害現場に応急救護所を、避難所、

小・中学校等公共施設等に医療救護所(応急救護所と医療救護所をあわせて「救護所｣とい

う。以下同じ。)を設置する。また、医療機関を指定する場合は、開設者と調整する。 

なお、救護所を設置したときは、その旨標識等により周知する。 

(1) 設置基準 

ア 市内医療機関が被災し、その機能が低下又は停止したために、市内医療機関だけで

は対応しきれない場合 

イ 傷病者が多数で、市内医療機関だけでは対応できない場合 

ウ 被災地域と医療機関との位置関係又は傷病者数と搬送能力との関係から被災地域か

ら医療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地域での対応が必要な場合 

(2) 設置場所 

救護所の設置場所は、現場救急活動が必要な災害現場及びあらかじめ選定した予定場
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所の中から、衛生状態、安全性を確認のうえ、被害状況に応じて決定する。 

ア 応急救護所は、必要に応じて、災害現場付近に設置する。 

イ 医療救護所を設置する場合の予定場所は次の場所とし、災害発生の状況に合わせ、

必要に応じて設置場所を定める。 

(ｱ) 集中して負傷者が出る地域 

(ｲ) 学校の保健室 

(ｳ) 避難所 

(ｴ) 市関係外部施設 

(ｵ) その他救護所の設置が必要な場所 

 

４ 医療救護班の受入窓口 

(1) 市は、医療救護班の派遣などがスムースに達成できるように、受入窓口を保健センタ

ーに設置する。 

(2) 配置調整の指揮は、市医師会長及び消防署長とする。 

 

５ 応援の要請 

保健福祉部（医療部）の体制をもってしても、なお医療救護が確保できないときは、府

及び府をとおして日本赤十字社大阪府支部等に応援を要請する。 

 

６ 救護所における現地医療活動 

(1) 応急救護所における現場救急活動 

災害発生直後に市から派遣される医療救護班又は災害拠点病院から派遣される緊急医

療班が、応急救護所で応急処置やトリアージ等の現場救急活動を行う。 

(2) 医療救護所における臨時診療活動 

市、府、各医療関係機関等から派遣される主に診療科別医療救護班等が、医療救護所

で軽症患者の医療や被災市民等の健康管理等を行う。 

この場合、発災当初から外科系及び内科系診療（必要に応じて小児科・精神科・歯科

診療等）を考慮し、医療ニーズに応じた医療救護班で構成する医療チームで活動する。 

 

７ 救護所の運営 

次の事項に留意のうえ、救護所を運営する。 

(1) 交代要員の確保 

(2) 携帯電話等通信手段の確保 

(3) 医療品、医療用資器材の補給 

(4) 医療用水の確保 

(5) 食糧、飲料水の確保 

(6) その他医療救護活動に必要な事項 

 

８ 医療救護班の業務 

(1) 患者に対する応急処置 

(2) 傷病者の重傷度の判定（患者の振り分け業務） 

(3) 被災者の状況に応じた救急蘇生術の施行 

(4) 後方医療施設への転送の要否及び順位の判定を行い、転搬送の手配の実施 

(5) 転送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する医療 

(6) 死亡の確認 

(7) 被災市民等の健康管理 

(8) その他状況に応じた処置 

＊様式７ 医療救護班診療記録 

 

第５ 後方医療対策 

重傷患者等で、救護所では、設備又は薬品衛生資器材の不足等のため治療を実施できないと
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きは、病院又は診療所に搬送し、治療する。 

搬送については、保健福祉部（医療部）、消防本部、医療機関で対応するが、不足するとき

は、府及び関係機関に応援を要請する。 

 

１ 後方医療の確保 

市は、発災直後から急激に増大する要入院患者に対応するために、医療関係機関と協力

して、大阪府救急医療情報センターを拠点とし、近隣市町村の災害医療機関の患者の受入

病床を確保する。 

 

２ 後方医療活動 

救護所では対応できない患者や、病院等が被災したため継続して医療を受けることがで

きない入院患者は、被災を免れた医療機関が重症度等に応じて受入治療を行う。災害時に

おける医療等を行うのは、大阪南医療センター・救急指定病院（資料6-1）のほか、市内

において、開業する総ての医院等が依頼を受けた場合は診療にあたる。 

(1) 受入病院の選定と搬送 

市は、救急医療情報システム等で提供される患者受入れ情報に基づき、特定の病院へ

患者が集中しないよう振り分け調整し、関係機関が患者を搬送する。 

(2) 患者搬送手段の確保 

ア 陸上搬送 

患者の陸上搬送は、原則として市が所有する救急車で実施する。 

救急車が確保できない場合は、市内医療機関の搬送車両を確保する。 

イ ヘリコプター搬送 

市は、災害状況に応じてヘリコプターが必要な場合、府に要請する。 

＊資料6-1 主な市内医療機関及び救急病院一覧 

 

第６ 災害医療機関の役割 

１ 災害拠点病院 

(1) 基幹災害医療センター 

基幹災害医療センターは下記の地域災害医療センターの活動に加え、患者の広域搬送

に係る地域災害利用センター間の調整を行う。 

(2) 地域災害医療センター 

地域災害医療センターは次の行動を行う。 

ア 24時間緊急対応により、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する

緊急患者の受け入れと高度医療の提供 

イ 患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係る地域医療機関との調

整 

ウ 地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援 

 

２ 特定診療災害医療センター 

特定診療災害医療センターは、循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療、

精神疾患等専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次の活動を行う。 

(1) 疾病患者の受け入れと高度な専門医療の提供 

(2) 疾病患者に対応する医療機関間の調整 

(3) 疾病患者に対応する医療機関等への支援 

(4) 疾病に関する情報の収集及び提供 

 

３ 災害医療協力病院 

災害医療協力病院は災害拠点病院等と協力し、率先して患者を受け入れる。 

 

第７ 医療器具、医薬品等の調達 

医療救護活動に必要な医療器具、医薬品、衛生材料等について、市の備蓄する物資で不足す
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る場合は、地元の薬剤師会、医療器具調達業者等及び府に要請する。 

＊資料10-5 大阪府災害用生活必需品等備蓄一覧 

 

第８ 助産救護活動 

１ 助産の実施期間 

助産を受けられるのは、災害のために助産の途を失い、災害発生の日の前後７日以内に

分娩した人であり、被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

 

２ 助産救護活動の内容 

(1) 分娩の介助 

(2) 分娩前後の処置 

(3) 脱脂綿、ガーゼ等の衛生材料の支給 

 

３ 助産救護班の編成 

医療救護班の編成に準じて行う。 

 

第９ 長期医療を要する被災者医療について 

市及び関係機関は、府の応援を受け、長期医療を要する被災者の医療を行う。 

 

第10 救護所・救護医療機関の被災の復旧について 

市は、府及び関係機関の応援等を受け、被災した救護所及び救護医療機関の応急復旧に努め

る。 

 

第11 個別疾病対策 

市及び府は、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血液疾患、

小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策

を講じ、特定診療災害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、それぞれ現地医療活

動、後方医療活動等を行う。 
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第３項 遺体の収容・火葬計画 
 

●実施担当部局 環境経済部（環境部）、保健福祉部（医療部） 

 

市は、消防、警察署及び自衛隊等の協力を得て災害時の死亡者を収容するとともに、処理及び

火葬を実施する。 

 

第１ 実施責任者 

市は、河内長野警察署等の協力を得て、遺体を発見したときは、速やかに収容する。 

 

第２ 遺体の収容 

１ 遺体の処理 

(1) 市は、災害の際、死亡した者について、その遺族等が混乱期のため、遺体（死体）の

火葬を行うための洗浄、縫合、消毒の処置、遺体の一時保存あるいは医師による検案を

行うことができない場合に、これら遺体の処理を実施する。なお、一時保存のために必

要となるドライアイス、棺等に関しては、業者の協力により災害時における円滑な調達

に努める。 

(2) 発見した遺体又は警察官に対して届出がなされた遺体については、警察官の検視（見

分）を経て、検視（見分）調書を作成したのち処理を行う。 

(3) 外国人等、遺体の処理に関して特別の配慮を要する場合は、親族及び関係者と協議し、

処理する。 

 

２ 遺体の収容 

遺体の身元を識別するためには、相当の時間を必要とすることもあるため、身元の 

確認については警察や町内会等の協力を得て実施する。 

身元が明らかで、かつ遺族等の引き取り人がある場合は、当該遺体及び遺品は警察から

遺族等に引き渡されるが、遺族等に引き渡しできない場合は、市が引き渡しを受け保管す

る。 

また、多人数の場合は、短時間に火葬することは困難であるため、特定の場所に集めて

一時保存する。 

遺体の安置の必要が生じたときは、市内寺院等に依頼して、収容所を設ける。 

 

第３ 遺体の火葬 

１ 遺体の火葬 

遺体の火葬は、災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有無に関

わらず火葬を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合（身元の判明しな

い者等）遺体の応急的な火葬を実施する。 

遺体は、遺体処理台帳及び遺品を保存の上、火葬する。 

 

２ 火葬の方法 

(1) 市内における斎場は資料のとおりである。 

(2) 身元不明遺体については、火葬の後、遺骨、遺品等を市において保存する。 

※ 実施担当部局の保健福祉部については、身元の判明しない者等とする。 

(3) 火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺の

調達、遺体搬送の手配等を実施する。 

(4) 遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給など、必要な措置を講ずる。 

＊資料6-5 市内の寺院（遺体の収容施設）一覧 

＊資料6-6 市営斎場 

 

第４ 応援要請 

市は、自ら遺体の処理、火葬の実施が困難な場合、大阪府が作成する「大阪府広域火葬計
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画」に基づき、府に対して必要な措置を要請する。 

また、府からの応援要請に応じることができる場合は、広域火葬の応援体制を整え、積極的

に対応するものとする。 
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第２節 二次災害抑制 
 

第１項 避難計画 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、教育部（避難部）、市民文化部（生活部）、消

防本部・消防団（消防部） 

 

市域において災害が発生し、又は二次災害等が発生するおそれがある場合に、危険区域内にあ

る市民に対して避難のための立ち退きを勧告又は指示し、安全な場所に避難させる等人命の被害

の軽減を図る。その際、市が定める「災害時要援護者支援プラン」等に沿った災害時要援護者に

対する避難支援に努める。また、迅速な実施のため、事前に市民への周知の徹底を行う。 

 

第１ 避難のための立ち退きの勧告又は指示等の権限 

１ 実施責任機関 

実施責任者 災害の種類 根拠法 

市 長（勧告、指示） 

知 事（勧告、指示） 

警察官（指示） 

〃 

災 害 全 般 

〃 

〃 

〃 

災害対策基本法第60条 

 〃   

災害対策基本法第61条 

警察官職務執行法第４条 

知事又はその命を受けた吏

員（指示） 

洪水、地すべり 水防法第29条 

地すべり等防止法第25条 

水防管理者（市長：指示） 

自 衛 官（指示） 

洪 水 

災 害 全 般 

水防法第29条 

自衛隊法第94条 

 

２ 対象者 

市域に在住、就業就学、滞留もしくは通過中に災害により現に被害を受け、又は受ける

おそれがある者 

 

３ 避難勧告、指示等の区分 

勧告、指示等は、市長又はその他の実施責任者が事態に応じ次の区分により行う。 

(1) 避難準備情報 

条 件 

地震による二次災害のおそれがある場合、又は地震防災対策強化地域に対

して警戒宣言が発せられた場合で、避難の勧告、指示が必要と判断された

場合 

趣 旨 危険地域の市民に対し避難のための準備と事態の周知を行うため 

市民に求

める行動 

災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しな

ければならない段階で、人的被害の発生する可能性が高まった状況であ

り、避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開

始（避難支援者は支援行動を開始） 

上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開

始 

伝達内容 

ア 発令・伝達者 

イ 避難準備をすべき理由 

ウ 危険地域 

伝達方法 ア 広報車、テレビ、ラジオなど 

 

(2) 避難勧告 

条 件 

当該地域あるいは土地建物などに災害が発生するおそれがある場合で、原

則として次のようなとき 

ア 地すべり、崖くずれ、山崩れ、土石流、ため池等の決壊等による危険
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が切迫しているとき 

イ 爆発のおそれがあるとき 

ウ 火災が拡大するおそれがあるとき 

エ その他市民の生命又は身体、財産を災害から保護するため必要と認め

られるとき 

趣 旨 危険地域の市民に対し避難勧告とその事態の周知徹底を行うため 

市民に求

める行動 

通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階で、

人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況であり、通常の避難行

動ができる者は、計画された避難場所への避難行動を開始 

伝達内容 

ア 勧告者 

イ 避難すべき理由 

ウ 避難すべき場所 

エ 避難すべき経路 

オ 避難後の当局の指示連絡など 

伝達方法 避難準備情報に同じ、ただし必要に応じて戸口に口頭伝達 

 

(3) 避難指示 

条 件 
状況がさらに悪化し避難すべき時期が切迫した場合、また災害が発生した

現場に残留者がいる場合 

趣 旨 危険地域の市民に対し避難指示とその事態の周知徹底を行うため 

市民に求

める行動 

人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況、又は人的被害

が発生した状況であり、避難行動等の発令後で避難中の市民は、確実な避

難行動を直ちに完了 

未だ避難していない対象市民は、直ちに避難行動に移るとともに、そのい

とまがない場合は、生命を守る最低限の行動 

伝達内容 避難勧告と同じ 

伝達方法 携帯拡声機による伝達、口頭伝達、サイレンによる伝達及び警鐘乱打 

 

第２ 避難準備情報の伝達 

市長は、避難準備情報を発表した場合、その危険地域の市民に対し、広報車等によって避難

の準備を周知する。特に、避難行動に時間を要する災害時要援護者等は避難を開始するよう伝

達する。 

 

第３ 避難の勧告・指示の伝達 

１ 市長又はその他の実施責任者がその管轄区域内において危険が切迫し、必要な場合は、

事態に対応して危険地域の市民に対し避難のための立ち退き勧告又は指示を行い、当該勧

告又は指示をした旨を速やかに関係機関に通報する。 

なお、緊急の場合以外は、原則として実施責任者相互の連絡協議のもとに行う。 

 

２ 市長は、勧告又は指示を行った場合、その旨知事に報告する。 

また、避難の必要がなくなったときは、速やかにその旨を公示するとともに、知事に報

告する。 

 

３ 避難の勧告及び指示の伝達は、次の事項を明示して行う。ただし、多くの場合自主的な

避難が勧告指示に先行して行われるので、市は(5)～(7)の項目について、市民への周知の

徹底に努める。周知にあたっては、災害時要援護者に配慮する。 

(1) 勧告者又は指示者 

(2) 予想される災害危険及び避難を要する理由 

(3) 避難対象地域 

(4) 避難の時期、誘導者（リーダー） 
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(5) 避難所 

(6) 避難路 

(7) 避難時の注意事項（火災・盗難の予防、携行品、服装）等 

 

４ 避難の指示・勧告の伝達については、資料8-2の伝達系統により行う。 

なお、放送局による伝達については、災害対策基本法第57条により、ＮＨＫ・民間放送

局に対して勧告・指示等の放送を要請する場合は、やむを得ない場合を除き、府を通じて

放送の協力を要請する。 

＊資料8-1 避難場所一覧 

＊資料8-2 避難の勧告・指示の伝達系統 

 

第４ 避難の準備 

避難の準備については、あらかじめ次の事項の周知徹底を図る。 

 

１ 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行う。 

 

２ 避難者は、食糧、飲料水、手拭等の日用品、懐中電灯、救急薬品等を日頃より備蓄し携

行する。 

 

３ 避難者は、できるだけ氏名票（住所、氏名、年齢、血液型等を記入したもので水にぬれ

てもよいもの）を準備する。 

 

４ 服装は軽装とするが、素足、無帽はさけ、最小限の肌着等の着替えや防寒雨具を携行す

る。 

 

５ 貴重品以外の荷物は持ち出さない。 

 

６ 上記のうちから、必要なものを「非常持ち出し袋」に準備しておく。 

 

７ その他避難の指示が発せられたとき、直ちに避難できるよう準備を整えておく。 

 

第５ 避難の誘導 

１ 避難の誘導は、市民文化部（生活部）、消防本部・消防団（消防部）、警察官が連携し

て行うものとし、各地区ごとに責任者及び誘導員を定めておき、努めて安全と統制を図り

実施する。 

なお、誘導にあたっては、自主防災組織、自治会等とも連絡をとり、協力を求める。 

 

２ 誘導にあたっては、定められた避難所へ自治会単位での集団避難を心掛け、特に妊産婦、

傷病者、老幼者、障害者及びこれらの人々に必要な介助者については、府が示す指針に基

づき市が作成するマニュアルに則して優先的な避難を図る。 

 

３ 避難路については、安全を充分確認し、特に危険な箇所は誘導員の配置、誘導ロープを

設置し、又夜間においては、可能な限り投光機、照明器具を使用して避難中の事故防止に

万全を期する。 

 

４ 避難にあたっては、携行品を必要最小限に制限し、早期に避難を完了させる。 

 

５ 避難は、避難者が各個に行うことを原則とするが、避難者が自力で立ち退き不可能な場

合は、車両により行う。 

 

６ 学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者を
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安全に避難させるため、避難誘導を行う。 

 

第６ 警戒区域の設定 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、人命又は身体を保護するために、警

戒区域を設定し、一般の立ち入り禁止、退去を命ずることができるが、これは次表のとおりで

ある。 

また、警戒区域の設定については、警察署、消防署等関係機関と連絡調整を図っておくもの

とし、実際に警戒区域を設定した場合に、ロープ等を設置するなど、警戒区域の表示を行い、

避難等に支障のないように措置する。 

なお、警察官は消防法第28条、第36条、水防法第21条の規定によっても、第一次的な設定権

者が現場にいないか、又は要求があったときは、警戒区域を設定できる。 

 

警戒区域の設定権限 

 

設定権者 種類 要件（内容） 根拠法令 

市長 
災害 

全般 

住民の生命又は身体に対する危険を防止 

するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第63条 

知事 
災害 

全般 

市が全部又は大部分の事務を行うことが 

できなくなったときは、市長が実施すべ

き応急対策の全部又は一部を代行する。 

災害対策基本法 

第73条 

警察官 
災害 

全般 

同上の場合において、市長もしくはその

委託を受けた市の吏員が現場にいないと

き、又はこれらの者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第63条 

派遣を命ぜ 

られた部隊 

等の自衛官 

災害 

全般 

市長その他職権を行うことができる者が

その場にいない場合に限り 

災害対策基本法 

第63条 

消防吏員 

又は 

消防団員 

災害 

全般 

(水災を 

除く) 

消防吏員又は消防団員は、火災等の現場

において、消防警戒区域を設定する。 

消防法 

第28条､第36条 

消防長 

又は 

消防署長 

火災が発生するおそれが著しく大であ

り、かつ、火災が発生したならば、人命又

は財産に著しい被害を与えるおそれがある

と認められるときは、火災警戒区域を設定

する。 

警察署長 

火災 
消防長若しくは消防署長又はその委任を

受けた消防吏員若しくは消防団員が現場に

いない場合、又は消防長若しくは消防署長

から要求があった場合は火災警戒区域を設

定する。 

消防法 

第23条の２ 

消防機関に 

属する者 
洪水 水防上緊急の必要がある場所において 

水防法 

第21条 
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第２項 二次災害の防止 
 

●実施担当部局 環境経済部（環境部）都市建設部（交通部）、保健福祉部（医療部）、消防本

部・消防団（消防部）、教育部（避難部） 

 

余震又は地震発生後の大雨による浸水、土石流、地すべり、崖崩れ、建築物の倒壊及び火災な

どに備え、二次災害防止施策を講じるとともに、二次災害への危険性について市民の啓発に努め

るものとする。 

 

第１ 公共土木施設等 

１ 対象 

河川施設、土砂災害危険箇所、滝畑ダム、ため池等農業用施設、橋梁等道路施設等 

 

２ 被災施設・危険箇所の点検、応急措置 

施設の管理者等は、被害状況の早期発見に努め、被災施設や危険箇所に対する点検を速

やかに行い、必要に応じて応急措置を行う。 

なお、府及び市は、必要に応じてＮＰＯ法人大阪府砂防ボランティア協会等の連携によ

り、斜面判定士の派遣を要請する。斜面判定士は、土砂災害危険箇所や被災施設に対する

点検を速やかに行い、関係機関に連絡することにより二次災害の防止に努める。 

 

３ 避難及び立入制限 

施設の管理者等は、著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や市民

に連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設、危険箇所への立入制限を

実施する。 

 

第２ 建築物 

１ 公共建築物 

公共建築物の管理者等は、被害現況の早期把握、被害建物に対する耐震点検を速やかに

行い、必要に応じ、応急措置を行うとともに、二次災害を防止するため、倒壊の危険性の

ある建物への立ち入り禁止措置や適切な避難対策を実施する。 

 

２ 民間建築物 

危機管理室（総務部本部班）は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、

区域等を定めて、応急危険度判定を実施する。実施にあたっては、必要に応じ、府に応急

危険度判定士の派遣を要請し、応急危険度判定士は二次災害を防止するため、倒壊の危険

性のある建物への立ち入り禁止措置をとる。市は、応急危険度判定士の協力を得て、判定

ステッカーの貼付等により建築物の所有者等に危険度を周知し、二次災害防止に努める。 

所有者は建築物の被害の有無にかかわらず、危険性を判断し、適切な処理を行い、とく

に出火防止に努める。 

 

３ 宅地 

二次災害防止のため、宅地等の被害状況を早期に把握するとともに、被害概況等に基づ

き、府とともに被災宅地の危険度判定を実施する。 

(1) 被災宅地危険度判定作業の準備 

判定作業に必要な次のものを準備するとともに、府、府建築士会等に被災宅地危険度

判定士の派遣を要請する。 

ア 住宅地図等の準備、割当区域の計画 

イ 被災宅地危険度判定士受入れ名簿の作成 

ウ 判定実施マニュアル、調査票、判定標識、備品等の交付 

(2) 調査の体制 

派遣された被災宅地危険度判定士を中心として２人１組の判定チームを編成し、調査
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を実施する。 

(3) 判定結果の周知 

判定結果については、宅地の所有者等にその応急危険度を周知し、二次災害の防止に

努める。 

 

第３ 危険物等 

１ 対象 

危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物を扱う施設 

 

２ 施設の点検、応急措置 

危険物施設等の管理者は、発火、漏出、爆発等の二次災害防止のため、施設の点検、 

応急措置を行う。 

関係機関は、必要に応じて、立入検査を行う。 

 

３ 避難及び立入制限 

危険物施設等の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合は、

速やかに関係機関や市民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。また、必要に

応じて被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 

 

第４ 放射性物質 

１ 対象 

放射性物質（放射性同位元素）に係る施設 

 

２ 施設の点検、応急措置 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、放射性物質の漏洩を

防止するため、施設の点検、応急措置、環境監視などを実施する。 

 

３ 避難及び立入制限 

放射性物質（放射性同位元素）を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊などによ

って放射性物質による被害が発生するおそれのある場合には、速やかに防災関係機関や市

民に連絡するとともに、適切な避難誘導対策を実施する。 

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。 

 

第５ 地下空間浸水災害対策活動 

地下駐車場、ビルの地下施設等の地下空間における浸水災害に対処するための浸水災害対策

活動は、次のとおりとする。 

 

１ 地震情報等の伝達 

危機管理室（総務部本部班）は、気象庁から発表される地震に関する情報等を、地下空

間の管理者等に迅速かつ確実に伝達する。地下空間の管理者等は、地震等の情報収集に努

めるとともに、利用者、従業員等に対して、逐時、それらの情報を伝達する。 

 

２ 避難活動 

危機管理室（総務部本部班）は、特に必要と認めるときは地下空間の利用者等に対する

避難のための勧告等を行うとともに、市職員、消防吏員及び消防団員は、適切な避難誘導

を実施する。 

また、地下空間の管理者等は、浸水の危険があると認めるときは、速やかに利用者、従

業員等の避難誘導を行う。 
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第３項 防疫・し尿処理計画 
 

●実施担当部局 環境経済部（環境部）、保健福祉部（医療部） 

 

市及び関係機関は、被災地域における感染症・食中毒を予防し、環境の悪化を防止するため、

迅速かつ的確に防疫活動を行うとともに、衛生状態を保持するため、し尿処理等の必要な活動を

行う。 

 

第１ 防疫対策 

１ 実施責任者 

感染症・食中毒その他の悪疫の伝播を未然に防止するため、市は、すみやかに防疫活動

を実施する。 

なお、災害の状況に応じ、本市のみでは実施することが困難な場合は、富田林保健所に

協力を要請する。 

 

２ 防疫活動 

(1) 消毒活動（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年十月

二日法律第百十四号。以下「感染症法」という。）第27条） 

府の指導、指示により、浸水地域等の感染症が発生するおそれのある地域を重点に消

毒を実施する。 

ア 消毒方法 

(ｱ) 機動消毒－動力噴霧機架載自動車による消毒 

(ｲ) 動力消毒－動力噴霧機（散布、電気ミスト）による消毒 

(ｳ) 手押消毒－手押噴霧機（乳剤、粉剤）による消毒 

イ 消毒薬の配布 

日赤奉仕団及び自主防災組織（自治会等で構成）等の協力を得て、消毒薬を配布す

るとともに、手指の消毒の励行等の感染症予防に関する衛生指導を行う。 

ウ 避難所の防疫指導 

避難所内の防疫指導を行う。 

エ 薬品等の調達 

災害の状況に応じて関係業者から消毒薬剤等を調達する。 

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

府の指導、指示により、ねずみ族、昆虫等の駆除を行う。 

(3) 家用水の供給（感染症法第31条） 

ア 知事の指示に基づき、すみやかに家用水の供給を開始し、停止期間中継続する。 

イ 家用水の供給方法は、容器による搬送、ろ水器によるろ過給水等現地の実情に応じ

適宣な方法によって行う。その際、特に配水器の衛生的処理に留意する。 

ウ 家用水の使用停止分に至らない程度であっても、井戸、水道等における水の衛生的

処理について指導を徹底する。 

(4) 臨時予防接種の実施（予防接種法第６条） 

府の指示により、感染症の未然防止又は拡大防止のため、種類、対象及び期間を定め

て市医師会の協力のもと富田林保健所が予防接種を実施する。 

なお、薬品等は関係業者から調達するが、不足の場合は府にあっせんを依頼する。 

ア 臨時予防接種の実施場所 

市内各小学校または公共建物の他、適当な場所をその都度定める。 

(5) 健康診断 

府は、災害発生後、速やかに感染症の発生状況及び動向に関する調査を行い、一類感

染症、二類感染症及び三類感染症のまん延を防止するために必要と認めたときは、健康

診断の勧告等を行う。保健福祉部（医療部）は地区内の関係機関と共に健康診断を実施

する。 
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(6) 防疫に必要な薬品の調達 

薬品については、関係業者から購入を行うが、現品不足の場合は府にあっせんを依頼

する。 

＊資料6-4 主な薬品調達先 

(7) 情報交換 

感染症が発生すると予測される地域については、富田林保健所と緊密な連絡を取り、

情報交換を行い、感染症予防に万全を期する。 

(8) 感染症患者等に対する感染症指定医療機関等への入院勧告又は入院措置 

府は、一類感染症及び二類感染症患者発生時は、感染症指定医療機関等と連携し、必

要病床数を確保するとともに、患者移送車の確保を行い、入院の必要がある感染症患者

については入院の勧告等を行うが、市はこの実施に際して、これに協力する。 

(9) 予防教育及び広報活動 

知事の指導の基に、パンフレット、リーフレット等により、あるいは衛生組織その他

関係団体を通じて市民に対する予防教育を徹底するとともに、報道機関を活用して広報

活動を強化する。その際、特に社会不安の防止に留意する。 

(10)その他の措置 

その他、感染症法により、府の指示を受け必要な措置を行う。 

※ 一類感染症：ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、

痘そう、南米出血熱、ラッサ熱 

二類感染症：結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウィルス

属ＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限る。）、急性灰白髄炎（ポ

リオ） 

三類感染症：コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフ

ス 

 

３ 被災者の健康維持活動 

市及び府は、相互に連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、

助言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。 

(1) 巡回相談等の実施 

ア 被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び応急仮

設住宅などにおいて、保健師等による巡回相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を

実施する。その際、女性相談員も配置するよう配慮する。 

イ 被災者の栄養状況を把握し、食糧の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活

改善ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の

提供や調理方法等の指導を行う。 

ウ 高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。 

エ 府は、保健・医療等のサービス等の提供、食事の栄養改善等について市に助言する。 

(2) 心の健康相談等の実施 

ア 災害による心的外傷後ストレス傷害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対

応するため、心の健康に関する相談窓口を設置する。その際、女性相談員も配置する

よう配慮する。 

イ 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨時

に精神科救護所を設置する。 

ＰＴＳＤ：Post Traumatic Stress Disorder 

 

第２ し尿処理 

ライフラインの被害等により、し尿処理への影響が予想されるので、環境経済部（環境部）

は、これらを処理するため適切な措置をとる。 

 

１ 初期対応 

(1) 上水道、下水道、電気等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所をは
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じめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

(2) し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(3) 被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、速や

かに仮設トイレを設置する。 

 

２ 処理活動 

(1) 被災地のし尿の状況調査に基づき、作業計画を検討し、速やかに、し尿の収集処理体

制を確保する。 

(2) し尿処理場の被害調査を行い、早急に復旧するとともに処理場を最大稼働運転する。 

(3) 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮設トイレの衛生状態を保つ。 

(4) 被害が甚大で本市のみでは処理することが困難な場合は、府を通じて他の市町村に応

援を求める。 

＊資料11-2 市内し尿処理施設 

 

第３ 動物保護等の実施 

市及び関係機関は、被災動物の保護及び動物による人等への危害防止を実施する。 
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第４項 社会秩序の維持計画 
 

●実施担当部局 企画総務部（広報部） 

 

府、市をはじめ関係機関は、流言飛語の防止に努めるなど、被災地域における社会秩序の維持

を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図るための

措置を講ずるものとする。 

 

第１ 社会秩序の維持 

１ 市民への呼びかけ 

府及び市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには、復興意欲

の高揚を図るため、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に市民に提供する

とともに、秩序ある行動をとるよう呼びかけを行う。 

 

２ 警察活動 

府警察は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との密接な連絡協力のもと、犯

罪防止対策を重点とした警察活動を実施する。 

 

３ 物価の安定及び物資の安定供給 

府、市及び関係機関は、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しない

よう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の安定

の確保と、経済の復興の促進を図る。 

(1) 物価の監視 

府は、物価の動きを調査、監視するとともに、買占め・売惜しみをする業者に対して

は、是正するよう勧告し、従わない場合は公表するなど、適切な措置を講ずる。 

(2) 消費者情報の提供 

府及び市は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、

消費者の利益を守るとともに、心理的パニックの防止に努める。 

(3) 生活必需品等の確保 

府及び市は、生活必需品等の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、

国、他府県、事業者等と協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。 

(4) 金融機関における預貯金払戻等 

ア 近畿財務局、日本銀行は、被災者の貯金の払戻等が円滑に行われるように被災地の

民間金融機関に対して、次のような指導、要請を行う。 

(ｱ) 市民が貯金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した場合に、り災証明書の提示その

他簡易な確認方法をもって、貯金払戻の利便を図ること。 

(ｲ) 事情によっては定期貯金、定期積立金等の期限前払戻や、これを担保とする貸与

にも応じること。 

(ｳ) 損傷日本銀行券・貨幣の引換えに応じること。 

イ 近畿財務局は、証券会社に対して、被災者が預り証、印鑑を紛失した場合の拇印に

よる預り金払出しや有価証券の売却代金の即日払い等の措置を講ずるよう要請を行う。 
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第３章 安心 
 

第１節 ライフラインの復旧 
 

第１項 ライフライン関係応急対策計画 
 

●実施担当部局 水道局（給水部）、都市建設部（交通部）、消防本部（消防部）、企画総務部

（広報部） 

 

第１ 災害時ライフライン情報の収集・伝達 

１ 災害時ライフライン情報の収集・伝達 

災害発生後、水道、下水道、電力、ガス、通信のライフラインの被害情報及び復旧情報

は、被災者にとって重要な情報として位置づけられる。 

ライフライン事業者は、ライフラインの復旧情報を企画総務部（広報部）に提供する。

災害対策本部では、「災害時ライフライン情報掲示板」を設置して、本部に集まる各ライ

フライン事業者の被害・復旧情報を集約するとともに、逐一時系列、リアルタイムに被害

状況や復旧情報を提示し、関係機関、マスコミ、市民等への情報の提供を行う。 

 

２ ライフライン事業者 

ライフライン事業者については、「資料4-1 通信連絡窓口」を参照すること。 

 

第２ ライフライン復旧連絡部会 

１ ライフライン復旧連絡部会の設置 

地震災害発生後のライフライン復旧事業を合理的に進めるため、本部に都市建設部（交

通部）が所管する「ライフライン復旧連絡部会」（以下、連絡部会という）を設置し、各

ライフライン事業者間の復旧事業の調整協議、復旧に関わる関連情報の共有化、情報交換

を行う。 

 

２ ライフライン復旧連絡部会の構成メンバー 

連絡部会の構成メンバーは、おおむね次のとおりとする。 

(1) 都市建設部 

(2) 水道局 

(3) 消防本部 

(4) 関西電力株式会社羽曳野営業所 

(5) 大阪ガス株式会社導管事業部南部導管部 

(6) 河内長野ガス株式会社 

(7) 西日本電信電話株式会社大阪東支店 

(8) 河内長野警察署 

(9) その他 

 

３ ライフライン復旧連絡部会の開催 

都市建設部長（交通部長）は、被害の状況等を勘案し、ライフライン事業者と協議を行

い、連絡部会を復旧状況に応じて随時開催する。 

 

４ 運営及び協議事項 

連絡部会の運営は、都市建設部が当たることとし、部会で協議する主な項目は、以下の

事項とする。 

(1) 各ライフラインの被害情報の共有化 

(2) 道路規制や被害状況等復旧関連情報の収集 

(3) 復旧エリアの調整・優先順位の調整 



－地震災害応急・復旧・復興対策－［3.安心－1.ライフラインの復旧］ 

 2-55 

(4) その他迅速、合理的な復旧関連の情報交換、調整事項 

 

第３ 上水道 

１ 応急措置 

上水道施設において二次災害が発生するおそれがある場合、又は被害の拡大が予想され

る場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応じて消防本部、府警察に通

報し、付近住民に広報する。 

 

２ 市水道局危機管理対策本部の設置 

災害時における水道施設の被害を最小限度にとどめるとともに水道の供給を効果的に行

うため、市長が必要に応じて設置する。 

(1) 組織 

市水道局危機管理対策本部（以下、水道局危機管理対策本部という）は、水道局に設

置し、次に掲げるものをもってこれを組織する。 

ア 本部長  市長 

イ 副本部長 水道局長、水道技術管理者、水道事業室長 

ウ 本部員  課長 

(2) 活動内容 

ア 職員の配備体制に関すること 

イ 応急対策に関すること 

ウ 復旧に関すること 

エ 市長部局等の事務打合せ及び応援要請に関すること 

オ 大阪府水道震災対策相互応援協定並びに河内長野市又は水道局が自治体若しくはそ

の他の団体等との間に締結した危機発生時の応援協定に基づく応援要請及び応援受入

れ体制に関すること 

カ その他対策について重要なこと 

(3) 配備基準 

水道局危機管理対策本部を設置したときの職員の配備基準は、次のとおりとし、配備

の時期は、水道局危機管理対策本部長が本部員に対し指令したときとする。 

配備区分 配備時期 配備内容 

水道 

Ａ号配備 

１ 危機発生のおそれがあるとき 

２ その他必要により本部長が当該配

備を指令するとき 

（警戒配備体制） 

被害の発生を防ぎょす

るため通信情報活動、物

資資機材の点検整備を実

施する体制 

（管理職等） 

水道 

Ｂ号配備 

１ 小規模の危機事象が発生し、又は

発生のおそれがあるとき 

２ その他必要により本部長が当該配

備を指令するとき 

（非常配備体制） 

危機に対する警戒若し

くは応急対策を実施する

体制 

（Ｃ号配備の内、主査級

以上の職員及び班長が

必要とする人員） 

水道 

Ｃ号配備 

１ 相当規模の危機事象が発生し、又

は発生のおそれがあるとき 

２ その他必要により本部長が当該配

備を指令するとき 

（緊急配備体制） 

水道局が全力をあげて

防災活動を実施する体制 

（職員全員） 

 

３ 給水計画の実施 

上水道の応急供給については、「第３章第２節第２項給水計画」に基づき、医療機関、

社会福祉施設等への給水を最優先に行うものとする。 

また、大阪府水道震災対策相互応援協定に基づき、府水道震災対策中央本部を中心とし
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て応急供給を行うものとする。 

 

４ 資機材・要員の確保 

復旧作業の実施については、あらかじめ定めた業者に資材・労働力等の提供を求める。

被災状況等によっては、他の水道事業者等に対し応援を要請する。 

 

５ 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報す

る。 

＊資料10-1 緊急給水拠点整備図 

＊資料10-2 水道災害備品備蓄状況 

 

第４ 下水道 

１ 応急措置 

(1) 停電等によりポンプ場の機能が停止した場合は、排水不能が起こらないよう、発動機

によるポンプ運転を行う。 

(2) 下水管渠の被害には、汚水、雨水の疎通に支障がないよう応急措置を講ずる。 

(3) 被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に応

じて、消防機関及び河内長野警察署への通報並びに付近住民への広報を行う。 

 

２ 応急措置及び復旧 

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。 

(2) 被害状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受ける。 

 

３ 広報 

(1) 生活水の節水に努めるよう広報する 

(2) 被害状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する 

 

第５ 電力 

１ 応急措置 

感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予

防措置を講ずるとともに、市、府、消防本部、府警察に通報し、付近住民に広報する。 

 

２ 応急供給及び復旧 

(1) 被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける 

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う 

(3) 単独復旧が困難な場合は、協定に基づき他電力会社へも応援を要請する 

(4) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う 

(5) 再供給に際しては、十分な点検を行い、二次災害の防止に努める 

 

３ 広報 

(1) 二次災害を防止するため、電気施設及び電気機器の使用上の注意について広報活動を

行う 

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報

する 

 

第６ ガス 

１ 応急措置 

ガスの漏洩による二次災害が発生するおそれがある場合は、ブロック毎の供給停止等の

危険予防措置を講ずるとともに、市、府、消防本部、府警察に通報し、付近住民に広報す

る。 



－地震災害応急・復旧・復興対策－［3.安心－1.ライフラインの復旧］ 

 2-57 

 

２ 応急供給及び復旧 

(1) 被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う 

(2) 緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料・機器等を貸し出す 

(3) 単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける 

(4) 被害箇所の修繕を行い、安全を確認した上で、ガスの供給を再開する 

 

３ 広報 

(1) 二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する 

(2) 被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報

する 

 

第７ 電気通信 

１ 通信の非常疎通措置 

災害に際し、次により臨機に措置を行い、通信輻そうの緩和及び重要通信の疎通の確保

を図る。 

(1) 応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を行う。 

(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信の確保が必要な場合は、臨機に利用制限等

の措置を行う。 

(3) 非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

(4) 災害用伝言ダイヤルの提供、利用制限等の措置を講ずる。 

 

２ 被害地域特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合等には、避難地・避難所に被災者が利用する特設公衆電話

の設置に努める。 

 

３ 設備の応急復旧 

(1) 被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施す

る。 

(2) 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する

要員、資材及び輸送の手当てを行う。 

(3) 復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と提携し、早期復旧に努める。 

 

４ 広報 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信の疎通及び利用制限の措置状況

並びに被災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通ができない

ことによる社会不安の解消に努める。 

 

第８ 鉄道 

１ 応急措置 

(1) あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合わせ若しくは、速度制限

を行う。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、消防署、河内長野警

察署に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状況に

応じて、安全な場所への避難誘導を行う。 

２ 緊急バス運行 

災害により鉄道施設に被害があった場合は、復旧までの間、バス運行を行い孤立化を防

止する。 

 

３ 線路、保安施設、通信施設など列車運行上重要な施設の応急復旧を優先して行うととも
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に、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧を行う。 

 

４ 被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。 

 

５ 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通じ広

報する。 

 

第９ バス 

１ 応急措置 

(1) あらかじめ定めた基準により、バス運行の停止、運転の見合わせ若しくは速度制限を

行う。 

(2) 被災地内のバス路線の道路状況を速やかに把握するとともに、市及び関係機関にその

状況を報告し、交通規制等に関する指示を求める。 

(3) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて消防署、河内長野警察

署に通報し、出動を要請する。 

 

第10 道路 

１ 応急措置 

(1) あらかじめ定めた基準により、通行の禁止又は制限、若しくは速度規制を実施する。 

(2) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、消防署、河内長野警

察署に通報し、出動の要請を行う。 

(3) 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。 

 

２ 応急復旧の優先順位 

都市建設部（交通部）は、災害発生後直ちに現地調査を行い、道路に関する情報を収集

する。また、収集した道路情報は、速やかに企画総務部（総務部情報班）に連絡する。 

各道路管理者は、災害発生直後における道路の被害状況・通行確保状況等の情報をもと

に、府警察及び他の道路管理者と協議して、緊急交通路を選定し、この結果に基づき、原

則として次の順序で速やかに応急復旧を行い、緊急道路ネットワークを確保する。 

(1) 救援活動のために特に重要であると判断される路線 

(2) あらかじめ定めた緊急交通路 

 

３ 応急復旧 

(1) 収集した道路情報をもとに応急復旧計画を策定し、道路機能の確保に努める。 

(2) 応急復旧は、原則として緊急交通路を優先的に行う。ただし、国道・府道の管理者か

ら、緊急交通路の迂回路として市道を利用したい旨の要請があった場合には、当該路線

の復旧を優先する。 

 

４ 障害物の除去 

道路管理者は交通の支障となる障害物を除去し、除去した障害物については、責任をも

って廃棄又は保管の措置をとる。 

 

５ 資機材・要員の確保 

復旧作業の実施については、あらかじめ定めた業者に資材・労力等の提供を求める。 

 

６ 情報連絡体制 

道路管理者は、災害発生後直ちに情報を収集し、収集した情報を互いに連絡、交換する

ことにより被災地域周辺の道路ネットワークの状況を把握する。また、収集した情報をも

とに、速やかに応急復旧計画を立案する。 
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７ 道路占用施設管理者との情報連絡 

それぞれが管理する道路における上・下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被

害状況等の情報の収集に努める。交通に支障となる道路占用物の被害が発生した場合には、

当該占用施設の管理者に通行の安全確保と早期復旧を指示する。 

 

８ 警察との情報連絡 

道路管理者は、府警察ならびに河内長野警察署との連絡を密にし、被害状況・通行規制

状況等の情報を交換する。 

 

９ 道路管理者間の相互協力 

それぞれの道路管理者は、府警察と緊密に連絡をとり、互いに連携して緊急に確保すべ

きルートの検討作業を行う。また、応急復旧作業の実施にあたっても、互いに協力して緊

急道路ネットワークの早期確保に努める。 

 

10 広報 

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、市民へ

広報する。 

＊資料5-2 緊急交通路路線 

 

第11 放送 

１ 放送体制の確保に努める。 

 

２ 非常放送を実施する。 

 

３ 災害情報の的確な収集・取材と報道に努める。 

 

４ 施設の応急復旧を進める。 

 

５ 日本放送協会（ＮＨＫ）は、避難所等有効な場所に受信機を貸与・設置するなどの対策

を講ずるほか、視聴者への災害情報の提供に努める。 
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第２節 サービスの提供 
 

第１項 避難所の開設・運営 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、教育部（避難部）、保健福祉部（避難部）、市

民文化部（避難部）、企画総務部（避難部） 

 

市域において災害が発生し、又は二次災害等が発生するおそれがあり、避難を必要とする市民

が生じた場合には、避難所を開設し、市民を臨時に収容するとともに、収容されていない被災者

を含めて各種の支援対策を提供する拠点として運営する。避難所の開設にあたっては、市は災害

時要援護者に配慮し、多様な避難所の確保に努める。 

 

第１ 避難所の開設 

１ 避難所の開設 

(1) 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に、災害の種類、被害状況等

を特に考慮し、適切な避難所を選定するとともに、避難所を開設するときは、速やかに

避難所の施設の管理者に連絡する。なお、次のような施設は、災害対策を推進する

上で重要な施設であり、緊急的に生命を守るために避難をする場合を除き、避難

所として使用することには問題がある。 

ア 防災対策機関（官公庁、警察署、消防署など） 

イ 教育機関の管理諸室（校長室、職員室、放送室など） 

運営上、共通なサービスを提供するための諸室（保健室、和室、厨房など） 

ウ 医療救護施設 

エ ヘリポート 

オ 物資集配拠点 

カ その他の災害対策活動拠点 

＊資料12-8 設備支援等に関する応援協定 

 

(2) 市長は、避難所を開設したときは、直ちに避難所の運営のための避難所責任者を派遣

し、避難所の開設と被災者の収容にあたる。ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣

が困難な場合は、施設の管理者（状況により、特例開設するために地域においてあらか

じめ定めた責任者）を開設者とする。 

(3) 避難所を開設したときは、直ちに次の事項を知事及び河内長野警察署長に報告する。

（閉鎖したときも同様に報告する。） 

ア 開設の日時、場所 

イ 箇所数及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

エ 避難対象地区名（急傾斜地崩壊危険箇所名、又は土石流危険渓流名等災害危険箇所

名） 

 

２ 開設期間のめやす 

災害救助法に基づく避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内であるが、必要に

応じて所定の手続き、措置を講じて延長する。 

避難所の閉鎖時期のめやすとしては、ライフラインが復旧し、避難所以外での応急生活

が可能となるまでとする。 

 

３ 避難所の収容対象者 

(1) 災害によって現に被害を受けた者 

ア 住居が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等の被害を受け、日常起居する場

所を失った者 
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イ 自己の住家には直接被害はないが現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなければな

らない者 

(2) 災害により、現に被害を受けるおそれがある者 

ア 避難勧告・指示が発せられた場合 

イ 避難勧告・指示は発せられないが、緊急に避難することが必要である者 

(3) その他避難が必要と認められる場合 

 

４ 避難所の追認登録 

複数の避難者が、やむを得ず指定された避難所以外の施設に避難した場合で、その施設

を長期にわたり使用する場合は、市はその施設管理者との協議に基づき、臨時に設置する

避難所として追認、登録し、必要な公的支援を実施する。ただし、被災地状況の鎮静化に

応じて、すみやかに臨時避難所は解消するように避難者に協力を求め、指定避難所への移

動を促していく。 

 

第２ 避難所の運営 

１ 避難所の管理 

(1) 避難所責任者は、施設の管理者、教職員、警察官、赤十字奉仕団・自主防災組織等の

協力を得て、避難所を管理する。 

(2) 避難所責任者は、日報により収容状況を教育部学校教育室（避難部本部班）に報告す

る。 

(3) 避難所責任者は、次の事項が発生したときは、防災行政無線移動系等により直ちに教

育部学校教育室（避難部本部班）に報告する。 

ア 被災者の収容を開始したとき 

イ 収容者全部が退出又は転出したとき 

ウ 収容者が死亡したとき 

エ 避難所に悪疫が発生したとき 

オ その他報告を必要とする事項が発生したとき 

 

２ 避難者名簿の作成 

避難者名簿（カード）（様式６）は、避難所運営のための基礎資料となる。 

避難所を開設し、避難した市民等の受け入れを行った際には、まず避難者名簿（カー

ド）を配り、避難した市民等に対して、各世帯単位に記入するよう指示するものとする。

避難者台帳は、集まった避難者名簿（カード）を基にして、できる限り早い時期に作成し、

避難所内に保管するとともに、教育部学校教育室（避難部本部班）へ報告する。 

 

３ 避難者登録 

避難所で公的支援サービスを受けるためには、原則として避難者名簿（カード）を提出

し、避難者台帳に登録する必要があることを周知徹底させる。 

 

４ 居住区域の割り振り 

部屋の割り振りは、可能な限り、地域地区（町会等）ごとにまとまりをもてるように行

う。各居住区域は、適当な人員（20人程度をめやすとする。）で編成し、居住区域ごとに

代表者（班長）を選定するよう指示して、以降の情報の連絡等についての窓口役となるよ

う要請する。 
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５ 食糧、生活必需品の請求、受取、配給 

責任者となる職員は、避難所全体で集約された食糧、生活必需品、その他物資の必要数

のうち不足分については、環境経済部（食糧・日用品部）に報告し、環境経済部（食糧・

日用品部）へ調達を要請する。また到着した食糧や物資を受け取った時は、その都度、避

難所物品受払簿に記入の上、各居住地域ごとに配給を行う。 

 

６ 避難者心得の掲示 

避難所の自治組織の結成を促し、被災者が互いに助け合う自主的な避難生活が行えるよ

う支援するとともに、混乱防止のための避難者心得の掲示等を行う。 

 

７ 応急対策の実施状況・予定等の掲示 

常に災害対策本部と情報連絡を行い、応急対策の実施状況・予定等、適切な情報を適宜

避難者に知らせ、流言、飛語の流布防止と不安の解消に努める。 

 

８ 生活環境への配慮 

避難生活が長期化する場合、関係各部は協議のうえ、仮設トイレや公衆電話の設置など

避難生活の環境整備に努める。また、プライバシーの確保及び男女のニーズの違い等男女

双方の視点への配慮に努める。なお、災害時要援護者については、本人の意思を尊重した

うえで、社会福祉施設への二次的避難についても対応する。 

 

９ 災害時要援護者最優先ルール・夜間安眠最優先ルールの徹底 

避難所滞在者に対しては、特に災害時要援護者最優先ルールの徹底を図る。また、夜間

の安眠環境を維持するため、館内放送は、緊急の場合を除き夜間（10時以降）は行わない、

室内照明は、夜間(10時以降）は最小限にとどめるなどのルールづくりを要請し、徹底す

る。 

 

10 避難所の閉鎖 

(1) 市長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所

の閉鎖を決定し、避難所責任者に必要な指示を与える。 

(2) 避難所責任者は、市長の指示により避難者を帰宅させる他、必要な措置をとる。 

(3) 市長は、避難者のうち住居が浸水、倒壊により帰宅困難なものがある場合については

避難所を縮小して存続させる等の措置をとる。 

＊資料8-1 避難場所一覧 

 

第３ 学校・社会福祉施設等における避難対策 

学校・保育所（園）・社会福祉施設・病院等、集団避難を必要とする施設にあっては、日頃

から消防本部、警察署等関係機関と協議のうえ、下記事項について避難計画を定め、避難訓練

を実施するとともに、災害時に安全な避難ができるよう、関係機関と連絡を密にする。 

 

 

     ① 市（本部）からの指示、伝達事項の周知 

     ② 避難者数、給食数、その他物資の必要数の把握と報告 

     ③ 物資の配布活動等の補助 

     ④ 居住区域の避難者の要望・苦情等のとりまとめ 

     ⑤ 環境経済部（環境部）が行う消毒活動等への協力 

     ⑥ 施設の保全管理 
 

居住区域の代表者（班長）の役割
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１ 避難実施責任者 

 

２ 避難の時期（事前避難の実施等） 

 

３ 避難の順位 

 

４ 避難誘導責任者・補助者 

 

５ 避難誘導の要領・措置 

 

６ 避難者の確認方法 

 

７ 家族等への引き渡し方法 

 

８ 登下校時の安全確保（緊急通学路の指定） 

 

９ 通学路周辺の危険箇所の把握（ブロック塀等の危険性） 

 

第４ 他地域への避難 

１ 近隣市町村への避難者受入れの要請 

大規模地震が発生し、大量の避難者や特別の保護を要する避難者の発生、及び施設の損

壊等で避難者を収容しきれない緊急事態が生じた場合、市長は近隣市町村へ避難者の受入

れを要請する。 

要請の方法は、当面、電話等口頭で要請し、後日文書で正式要請する。要請にあたって

は、可能な限り次の事項を要請先へ伝える。 

(1) 避難者の人員（男女別）・世帯数 

(2) 避難期間 

(3) 障害者や寝たきり老人等災害時要援護者の人数 

(4) 引率責任者の氏名、所属 

 

２ 避難者の移送手段の確保 

原則として、市長が避難者の移送に使用する車両、ヘリコプター等を準備するが、被害

の程度によっては要請市町村に対し、輸送手段もあわせて要請する。 

 

３ 対象避難者への通告 

市長は、市外への避難を決定した場合、速やかに対象避難者へ通告する。避難所の避難

者への伝達には、市職員が当該避難所で直接伝達する。 

通告にあたっては、次の事項を伝える。なお、緊急事態の場合はこの限りではない。 

(1) 市外避難を行う理由 

(2) 避難先の市町村、避難所 

(3) 当面の避難期間 

(4) 避難先の受入れ条件 

(5) 移送手段等避難方法と段取り 

 

４ 知事への報告 

市長は、市外へ避難者を移送した場合、移送先、避難者人員、世帯数等について、速や

かに知事へ報告する。 

 

５ 費用の負担 

近隣市町村への避難者の受入れに要する費用は、市が全額負担することを原則とする。 
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第５ 避難所の早期解消のための取り組み 

市は、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、及び公営

住宅や民間賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅のあっせんを行うなど、避難所の早期解消に

努める。 
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第２項 給水計画 
 

●実施担当部局 水道局（給水部） 

 

災害のため給水施設の破損あるいは飲料水の汚染等により飲料に適した水を得ることができな

い者に対し、最小限必要な量の飲料水を供給する。 

 

第１ 実施責任者 

水道局（給水部）は、災害の程度に応じて、「河内長野市水道局危機管理対策本部設置要

綱」にしたがい、水道局危機管理対策本部を設置し、他部の応援を得て応急給水を行う。り災

者の飲料水の供給は、市長の責任で行うが、災害救助法が適用されたときは、市長は知事の補

助機関として行う。 

 

第２ 給水対象者 

災害のため水道施設等に被害を受け、また飲料水の汚染等により飲料に適した水を得ること

ができない者を対象とする。 

 

第３ 災害時給水体制の確立 

大阪府域に震度５弱以上を観測したときには、水道局（給水部）は、大阪府水道震災対策中

央本部及びブロック本部と情報連絡を密にして、速やかに補給給水源の確保を図るほか、井戸

所有者からの供給協力も得て応急給水用の水を確保する。確保すべき目標設定のめやすは以下

のとおりとする。 

 

目標応急給水量原単位 

初めの３日間 ７日目 

(１週目後半)

14日目 

(２週目) 

28日目 

(３～４週目)

29日目以降 

(４週目) 

３ﾘｯﾄﾙ/人日 20ﾘｯﾄﾙ/人日 100ﾘｯﾄﾙ/人日 250ﾘｯﾄﾙ/人日 通水 

生命維持用水 簡単な炊事 

１日に１回の 

トイレ用水 

３日に１回の 

風呂、洗濯 

１日に１回の 

トイレ用水 

地震前とほぼ

同水準の水 

量 

通水 
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第４ 給水活動 

１ 給水計画 

地震発生後の時間経過毎の給水計画 

 市民 本市 大阪府 

(1) 地 震

発 生 後

24 時 間

程 度 ま

で 

・原則として

家庭に備蓄

した飲料水

で対応（１

人１日当た

り３㍑を目

安に備蓄） 

・水道施設の被害状況、市民

の避難状況等の把握 

・給水班の編成 

・給水場所の設置 

・給水に着手（病院など人命

救助の観点から緊急性が高

い施設への給水を優先） 

・府への応援依頼 

給水目標３㍑／人日 

・市本部からの応援

要請に対応するた

め広域応援体制を

準備 

・市町村、応援主管

府県、自衛隊また

は国等へ応援要請 

(2) 地 震

発 生 後

３ 日 目

程 度 ま

で 

上記(1)に加え 

・応急給水に

より飲料水

等を確保 

・家庭用井戸

の活用（近

隣家庭への

協力） 

・各給水場所等において飲料

水 

・生活用水の給水を実施（給

水車等を使用） 

・ろ水器による給水場所を設

営し、給水を実施 

・給水状況・水道の復旧見込

み等に関する広報 

給水目標３㍑／人日 

・隣接市町村、応援

主管府県、自衛隊

または国等と連携

して市本部の給水

活動を支援 

(3) 地 震

発 生 後

４ 日 目

以降 

上記(2)に加え 

・応急給水活

動に協力 

上記(2)に加え 

・地域外の応援車両等を活用

した飲料水等の運搬、給水 

給水目標３～20㍑／人日 

（同上） 

 

２ 飲料水の供給方法 

飲料水の供給は、次の方法によって行う。 

(1) 拠点給水：給水拠点を４ブロックに分け、避難所、公園等特定の場所で給水する。 

(2) 搬送給水：給水車等により、給水する。 

(3) 仮設共用栓による給水：最寄りの水道施設からの応急配管により、仮設共用栓をつく

り供給する。 

(4) 給水用資機材による給水：市の保有する給水用資機材として、ポリ容器や非常用給水

袋等を被災者に配付し、給水を行う。 

(5) 運搬距離：応急給水量は、日時の経過とともに増加させていく。それに応じて、水の

運搬に伴う負担が増加しないように運搬距離を短くしていく。 

(6) 備蓄水等の配布：備蓄の缶詰水等を配布する。 

 

 は じ め の 

３ 日 間 

４～７日目 ８～14日目 15～21日目 22～28日目 29日目以降

応急給水量 

原 単 位 

３ 

ﾘｯﾄﾙ／人日 

３～20 

ﾘｯﾄﾙ／人日

20～100 

ﾘｯﾄﾙ／人日

100～250 

ﾘｯﾄﾙ／人日

250 

ﾘｯﾄﾙ／人日 

通 水

運 搬 距 離 

給 水 場 所 

避 難 所 避 難 所

給 水 拠 点

250ｍ程度

（近くの公

園）

100ｍ程度

（最寄りの

交差点）

10ｍ程度 

(全面道路) 

各 戸

 

通 水

 

なお、給水については、原則として日没までとし、必要により夜間も実施する。その

具体的な方法については、市の広報車や防災行政無線等を通じて、市民に周知する。 
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３ 給水用資機材の確保・調達 

市で保有する応急給水資機材が不足する場合は、隣接市町村や府に調達・あっせんを要

請する。 

 

第５ 医療機関・福祉施設等への緊急給水の実施 

病院、診療所及び腎人工透析医療施設並びに入院施設を有する助産所、重症重度心身障害児

・者施設及び特別養護老人ホーム等の福祉施設への応急給水は、要請の有無の如何にかかわら

ず、水道局水道事業室長（給水部長）が関係各部長と連携しながら応急供給計画をたて、給水

タンク車その他市車両の運用により最優先で行う。 

特に、救急指定病院等となる施設については、災害発生後ただちに、保健福祉部保健政策室

長（医療部長）を通じて、水の確保状況を照会するなどして、水の確保に万全を期すものとす

る。 

＊資料6-1 主な市内医療機関及び救急病院一覧 

＊資料6-3 市内歯科医院一覧 

＊資料10-1 緊急給水拠点整備図 

＊資料10-2 水道災害備品備蓄状況 

 

第６ 応援体制の確立等 

水道局（給水部）は、おおむね以下の事項に関し協力が得られるよう、大阪府水道震災対策

中央本部又はブロック本部に対し、速やかに応援体制の確立を要請する。 

 

事項 要請先（関係機関・団体等） 

水源の確保 

大阪府水道震災対策中央本部、ブロック

本部 

井戸所有者等 

給水拠点の確保・運営 避難所設置施設所管機関等 

応急給水用資機材の確保 

大阪府水道震災対策中央本部、ブロック

本部 

市指定工事業者 

給水拠点への輸送業務 応援協定に基づく事業体等 

応急給水実施に関する広報 ラジオ、テレビ、その他報道機関 
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第３項 食糧供給計画 
 

●実施担当部局 環境経済部（食糧・日用品部）、都市建設部（交通部） 

 

災害時は、住家の被害等により自宅で炊飯等ができず、また食糧の販売機構等も一時的に混乱

し、食糧の購入も思うようにならず、日常の食事に支障をきたすため、必要な食糧等を支給し、

一時的に被災者の食生活を保護する。 

 

第１ 実施責任者 

災害時の応急給食は、市長の責任で実施するが、災害救助法が適用されたときは、市長は知

事の補助機関として実施する。 

 

第２ 給与対象者 

１ 避難所に収容された者 

 

２ 住家の被害が全焼、全壊、流失、半壊、半焼等であって、炊事のできない者 

 

３ 旅行者、市内通過者等で、他に食糧を得る手段がない者 

 

４ 被災地において、救助作業、応急復旧作業等に従事する者 

 

第３ 災害時食糧供給体制の確立 

市域で震度６弱以上を観測したときもしくは震度５強以下であっても大規模な災害が発生し

ていると認めた場合並びにその他必要と認める場合には、環境経済部（食糧・日用品部）は、

部内に災害時食糧等物資供給体制を確立し、各時期区分に応じた適切な供給プログラムを策定

し実施する。具体的には、次表に示すように、災害発生直後における最低限度の生命を維持す

るために必要な食糧の緊急供給から平常時食糧供給機能の迅速な復旧にいたるまでの、３つの

時期区分に応じて、備蓄物資確保及び民間からの調達並びに応急食糧供給活動実施のために必

要な体制を確立する。 

 

時期区分 必要な措置のあらまし 

災害発生直後３日目まで 

◎災害時食糧等物資供給体制の確立・運営 

◎初期応急食糧の確保・供給 

◎応急食糧供給実施に関する広報 

◎平常時食糧供給機能の復旧支援（第一次支援措置） 

災害後４日目以降14日目まで 

◎災害時食糧等物資供給体制の運営 

◎復旧期応急食糧の確保・供給 

◎応急食糧供給実施に関する広報 

◎平常時食糧供給機能の復旧支援（第二次支援措置） 

災害発生後15日目以降 

◎災害時食糧等物資供給体制の縮小又は閉鎖 

◎応急食糧供給停止及びその後の体制に関する広報 

◎平常時食糧供給機能の復旧支援（第三次支援措置） 

 

１ 食糧等の確保 

環境経済部（食糧・日用品部）は、必要量を算定し、関係各部と連絡を密にして、速や

かに備蓄物資の確保を図るとともに市内協定業者からの調達ルートを活用し応急食糧を確

保する。不足する場合は、府等に応援を要請する。他の市町村、近畿農政局（大阪農政事

務所）に応援要請した場合は、府に報告する。確保すべき目標設定のめやすは、以下のと

おりとする。なお平素より各家庭において３日分程度の備蓄を行うよう奨励する。 
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１日分（２食／人） 家庭内備蓄による確保 

１日分（２食／人） 

市及び府による確保（避難所における１

日２食分の確保）と域内流通在庫による

確保 

３日目以降分 広域応援、物流による確保 

 

２ 食糧の輸送 

食糧給与に関する輸送業務は都市建設部（交通部）が以下のとおり行う。 

(1) 輸送体制 

都市建設部（交通部）は、市において調達した食糧、市民文化部（生活部）が受入れ

た府支給の食糧及び全国各地から寄せられる物資について、その物流動線を簡略化する

ため、府立長野高校等の集積・配送拠点に集積する。その上でそれぞれ供給が必要な避

難所・病院等施設へ搬送する。 

(2) 食糧の集積・配送拠点 

食糧の集積・配送拠点（保管場所）は、原則として、上記のとおりとする。なお、災

害の状況によって市内に設置することが困難もしくは適切でないと認めるときは、近接

市町村・府・関係機関並びに事業所・団体等に協力を要請し、市域外で、交通及び運営

要員確保に便利な公共公益施設その他で、保管・仕分・配送業務を行うのに必要なスペ

ース・設備・通信手段等を有する場所を選定する。 

 

３ 需要の把握（被害状況の把握） 

環境経済部（食糧・日用品部）は企画総務部（総務部情報班）と密に連絡して、速やか

に被害状況の把握に努め、食糧の応急的供給の実施が必要な地域、供給活動体制の規模等

を決めるための需要調査を実施する。 

 

４ 応急食糧供給所（拠点）の設定 

(1) 設定 

応急食糧の供給は、原則として、各家庭への個別配布ではなく応急食糧供給所の設定

による拠点配布方式で行う。応急食糧供給所へは、市の車両により必要量を毎日定期的

に輸送し各施設運営担当者が市民への配布活動にあたる。 

応急食糧供給所（拠点）は、教育部（避難部）の意見を聞いて設定するが、原則とし

て、避難所設置施設となる小・中学校とする。 

(2) 周知・広報 

応急食糧供給所を設定した時は、設置場所その他食糧供給に関する注意事項が被災地

市民に対してもれなく伝わるよう以下のとおり行う。 

ア 設定した場所及びその周辺に「応急食糧供給所」と大書した掲示物を表示する。 

イ 応急食糧供給に関する市民からの問い合せ、要望等の取りまとめ役を被災地の自主

防災組織もしくは代表となる市民に依頼する。またその旨を掲示物に添書する。 

ウ 企画総務部（広報部）に対し、応急食糧供給に関する資料を提供し被災地市民に対

する広報活動を実施するよう要請する。 

 

第４ 市民への食糧供給の実施 

１ 応急食糧の給与 

(1) 給与食糧 

給与する食糧は、災害発生後２日目までは、乾パン、缶詰、弁当又はアルファ化米と

する。また３日目以降は、米飯の炊き出し又は弁当・食パン等により行う。 

なお、乳幼児（１才半未満）に対しては、調整粉乳とする。 
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(2) 給与基準 

応急食糧の給与基準は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 炊き出し方式による応急食糧の供給 

給食センター調理施設の利用が可能な場合で、教育部（避難部）が認めた場合は炊き出

し方式によることができる。その場合、環境経済部（食糧・日用品部）は、米穀・副食用

食材・調味料・燃料その他の供給を行い、炊き出し業務は、避難部が、学校教職員（府が

任命権限をもつ者）、日赤奉仕団、婦人防火クラブ、婦人会、自主防災組織、その他の防

災ボランティアの協力を得て行う。なお環境経済部（食糧・日用品部）がその必要がある

と認めた場合は、民間給食業者・外食レストランチェーン業者、市料飲宿組合等に炊き出

し業務を委託することができるものとする。 

 

３ 業者委託による弁当類の供給 

道路の復旧状況等により、業者委託方式による弁当類の供給を行う。その場合、以下の

点について留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 医療機関・福祉施設等への食糧の緊急供給の実施 

病院、診療所及び腎人工透析医療施設並びに入院施設を有する助産所、重症重度心身障害児

・者施設及び特別養護老人ホーム等の福祉施設に対し、備蓄等を行うように啓発に努める。 

 

第６ 応援体制の確立等 

環境経済部（食糧・日用品部）は、災害時食糧等物資供給体制を確立した場合は、おおむね

以下のような事項に関し協力・連携が得られるよう速やかに要請する。 

 

事項 要請先（関係機関・団体等） 

米穀等備蓄物資の確保 

及び食糧の調達 

府環境農林水産部 

大阪南農業協同組合 

河内長野市商工会 

災害時における物品の供給協力に

関する協定締結業者等 

応急食糧供給所の確保・運営 避難所設置施設所管機関等 

   ●  子供向け、一般成人向け、高齢者向けの少なくとも三種類のメニューとする。 

   ●  栄養のバランスと嗜好に配慮し、日替わりメニューとする。 

   ●  各応急食糧供給所ごとの、対象者別必要数については、業者が各担当者よりその 

     都度聴取する。 

   ●  食中毒等をおこすことのないよう衛生管理に万全を期する。 

 
①乾 パ ン １食あたり１パック５枚 
②米 穀 １食あたり精米200ｇ以内（※1、※2） 
③食 パ ン １日あたり200ｇ（約半斤）以内 
④調 整 粉 乳 乳幼児１日あたり150g以内 
 
※1ただし通常の配給ができない場合の配給については、１日あたり米穀（精米換算） 
400g以内とする。 
※2ただし救助作業に従事する場合にあっては米穀（精米換算）１食あたり300g以内と 
する。 
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炊き出し実施用資機材の確保 府商工労働部 

災害時における緊急対策に関する

協定者 

市飲料宿組合 

レンタル業者・民間給食業者 

外食レストランチェーン業者 

応急食糧供給所への輸送業務 応援協定に基づく事業体等 

応急食糧供給実施に関する広報 ラジオ、テレビ、その他報道機関 

 

＊資料12-5 「災害時における物品の供給協力に関する協定書」に関する連絡先 
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第４項 生活必需品等供給計画 
 

●実施担当部局 環境経済部（食糧・日用品部）、都市建設部（交通部） 

 

災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具、その他の衣料品

及び生活必需品を喪失又はき損し、ただちに日常生活を営むことが困難な者に対して、急場をし

のぐ程度の被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を給与または貸与する。 

 

第１ 実施責任者 

市長が主体となり実施するが、災害救助法が適用された場合には、生活必需品の調達及び市

までの搬送は知事が行い、支給は市長が知事の補助機関として実施する。 

 

第２ 給与又は貸与の対象者 

１ 被災により、住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊を受けた者 

 

２ 被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

 

３ 被服、寝具、その他生活必需物資が無いため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

 

第３ 災害時生活必需品供給体制の確立 

市域で震度６弱以上を観測したときもしくは震度５強以下であっても大規模な災害が発生し

ていると認めた場合並びにその他必要と認める場合には、環境経済部（食糧・日用品部）は、

部内に災害時食糧等物資供給体制を確立し、各時期区分に応じた適切な供給プログラムを策定

し実施する。 

具体的には、次表に示すように、災害発生直後における最低限度の生活を維持するために必

要な生活必需品の緊急供給から平常時生活必需品供給機能の迅速な復旧にいたるまでの、３つ

の時期区分に応じて、備蓄物資確保及び民間からの調達並びに応急生活必需品供給活動実施の

ために必要な体制を確立する。 

 

時期区分 必要な措置のあらまし 

災害発生直後３日目まで ◎災害時食糧等物資供給体制の確立・運営 

◎第一次応急生活必需品の確保・供給 

◎応急生活必需品供給実施に関する広報 

◎平常時生活必需品供給機能の復旧支援（第一次） 

災害後４日目以降14日目まで ◎災害時食糧等物資供給体制の運営 

◎第二次応急生活必需品の確保・供給 

◎応急生活必需品供給実施に関する広報 

◎平常時生活必需品供給機能の復旧支援（第二次） 

災害発生後15日目以降 ◎災害時食糧等物資供給体制の縮小又は閉鎖 

◎応急生活必需品停止及びその後の体制に関する広報 

◎平常時生活必需品供給機能の復旧支援（第三次） 

 

１ 生活必需品等の確保 

環境経済部（食糧・日用品部）は、必要量を算定し、関係各部長と連絡を密にして、速

やかに備蓄物資の確保を図るとともに市内協定業者からの調達ルート、府・国等からの調

達ルートを活用し応急生活必需品を確保する。不足する場合は、府等に応援を要請する。

他の市町村、日本赤十字社大阪府支部に応援要請した場合は、府に報告する。なお、確保

すべき目標設定のめやすは、以下のとおりとする。なお、市民は近隣住民との助け合いを

積極的に行う。 
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事項 品目例 時期区分 

 

第一次応急生活必需品の確保 

 

 

（直後期） 

 

 

 

※被災直後の最低限の生活を維

持するために必要な物資 

◎毛布 

◎布団類（災害時要援護者用優先） 

◎敷物（発泡スチロール製） 

◎外衣・肌着 

◎日用品(トイレットペーパー･ちり

紙・生理用品・紙おむつ） 

◎冷暖房用品（使捨てカイロ・スト

ーブ・扇風機等） 

◎食器類（箸・コップ・皿・ほ乳ビ

ン・缶切等） 

◎光熱材料（使捨てライター・カセ

ットコンロ等） 

 

 

災害発生直後 

 

 

３日目まで 

 

 

 

第二次応急生活必需品の確保 

 

（復旧期） 

 

 

 

※当面の生活不安から解放する

とともに自力復旧への意欲を

支えるために必要な品 

◎外衣・肌着 

◎身回品（タオル・パンスト・靴下

・サンダル等） 

◎日用品（トイレットペーパー・ち

り紙・ウエットティッシュ・生理

用品・紙おむつ・ドライシャンプ

ー・石鹸・洗剤・歯ブラシ・歯磨

粉等・ガムテープ） 

◎冷暖房用品（使捨てカイロ・スト

ーブ・扇風機等） 

◎食器類(鍋・箸・コップ・皿・缶切

等) 

◎光熱材料（使捨てライター・カセ

ットコンロ等） 

◎携帯ラジオ 

 

 

 

災害後４日目以降 

 

 

１４日目まで 

 

２ 生活必需品の輸送 

「第３項食糧供給計画」の規定を準用する。 

 

３ 需要の把握（被害状況の把握） 

「第３項食糧供給計画」の規定を準用する。 

 

４ 応急生活必需品供給所（拠点）の設定 

「第３項食糧供給計画」の規定を準用する。 

 

第４ 市民への生活必需品供給の実施 

災害対策活動従事者を除き、「第３項食糧供給計画」の規定を準用する。 

 

第５ 応援体制の確立等 

環境経済部（食糧・日用品部）は、災害時食糧等物資供給体制を確立した場合は、おおむね

以下のような事項に関し協力・連携が得られるよう速やかに要請する。 
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事項 要請先（関係機関・団体等） 

備蓄物資・調達物資等の確保 府商工労働部 

河内長野市商工会 

協定締結業者等 

応急生活必需品供給所 

備蓄物資・調達物資等の確保 
避難所設置施設所管機関等 

毛布・布団・ベッド等寝具

類、ストーブ・扇風機等冷暖

房器具類の確保 

関連業者団体 

レンタル業者・寝具業者 

電器製品取扱業者その他 

教養娯楽品の確保 

書籍・運動具等関連業者団体 

書籍・運動具等販売業者 

書籍等レンタル業者 

応急生活必需品供給所への輸

送業務 
応援協定に基づく事業体等 

応急生活必需品供給実施に関

する広報 
ラジオ、テレビ、その他報道機関 

 

＊資料12-5 「災害時における物品の供給協力に関する協定書」に関する連絡先 
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第４章 再建 
 

第１節 復興 
 

第１項 復興の基本方針 
 

災害からの復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、

より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりをめざすものとする。 

 

第１ 基本方針の決定 

市及び府は、被災者の生活再建と被災地の再興を行うため、被災の状況、地域の特性、被災

市民及び公共施設管理者の意向等を勘案しながら、国等関係機関と協議を行い、原状復旧を行

うべきか将来の災害の予防も含めた中期的課題の解決を図る計画的復興を行うべきかいずれに

よるか検討を行う。 

 

第２ 原状復旧 

原状復旧を基本とする場合は、将来の災害を防止できるような可能な限り改良復旧を行う。 

 

第３ 被害の調査 

市は、防災関係機関と協力し、災害による直接的被害額及び復旧事業に要する額等必要な事

項を調査し、速やかに府に報告する。 

 

第４ 復興計画の作成 

復興計画は、被災者の明日への希望を与える重要な計画である。 

被災後の市の復興については、生活、事業活動の活性化、公共施設の復興、市民に対する地

域魅力の再興、災害に強いまちづくりをめざし、市民と行政が協同して復興に立ち上がる計画

である。 

 

１ 復興基本方針 

(1) 目標年度の決定 

計画の復興目標年度は、災害の規模にもよるが、早期に決定する。 

(2) 計画策定の趣旨 

市総合計画や防災ビジョン等を踏まえつつ、防災の観点を明確にして復興の基本方向

を明確にする。 

ア 地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、都市構造や産

業基盤などの改変を要するような高度かつ複雑な大規模事業となるため、復興計画を

作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 

イ 市は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のため、広域調整、国との連携などの

体制整備を行う。 

ウ 市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、市民に対し

て、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、市民側での多

種選択肢、施策情報の提供などを行い、計画作成段階で復興後のあるべき姿を明確に

して、市民の理解を求め、将来に悔いのないまちづくりをめざすよう努める。 

 

２ 災害復興本部 

災害復興本部は、災害対策本部と連携をとりながら、将来目標に向かっての復興計画を

策定する事務局とし、危機管理室と企画総務部を主体とする。 

 

３ 復興計画策定委員会 

市民が安心して暮らせる安全で災害に強いまちづくりをめざし、第１にかかげた基本方
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針などを検討するため、必要に応じ、復興計画策定委員会を市民及び関係機関の代表者に

より設置する。 

 

第５ 公共施設等の復旧 

１ 復旧事業計画の作成 

市は、公共施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成するとともに、

法律又は予算の範囲内で、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについ

ては、査定実施が速やかに行えるよう努める。 

 

２ 復旧完了予定時期の明示 

市は、復旧完了予定時期の明示に努める。 
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第２節 清掃 
 

第１項 廃棄物処理計画 
 

●実施担当部局 都市建設部（交通部）、環境経済部（環境部） 

 

市及び関係機関は、被災地の良好な環境の保持及び復旧活動の円滑な促進のため、ごみ、がれ

き等を適正に処理し、応急活動を実施するための人員、資機材等の輸送が円滑に行われるよう道

路等の障害物を除去する。 

 

第１ 清掃対策 

１ ごみ処理 

被災地はごみ及び汚物等の発生が多くなるため、環境経済部（環境部）は迅速かつ適切

に清掃業務を実施し、環境の浄化を図る。 

(1) 初期対応 

ア 避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握する。 

イ ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。 

(2) 収集方法 

ア 被災地を重点に効果的に現有清掃車両及び人員を投入し、迅速な収集を行う。 

イ ごみの集積収集は、平常時と同様、分別を基本とする。 

ウ 防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。 

エ 消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状態

を保つ。 

オ 本市のみでは対処できない場合は府及び隣接市町村に応援を求める。 

(3) 集積場所 

災害の規模及び状況に応じ大量のごみ・がれき等が発生した場合は、被災状況を勘案

した上で適切な場所を指定して臨時集積所を設ける。 

(4) 処理方法 

焼却炉での処理を原則とするが、その他必要に応じ環境衛生上支障のない方法で処理

する。 

＊資料11-1 ごみ処理施設 

 

２ がれき処理 

大規模地震発生時には、大量のがれきの発生が予想されるため、環境経済部（環境部）

は迅速かつ適切に清掃業務を実施し、環境の浄化を図る。 

(1) 初期対応 

がれきの発生量を把握する。 

(2) 集積場所 

がれきの選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保するとと

もに、がれきの最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

(3) 処理活動 

ア がれき処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運

搬する。 

イ がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリート

等のリサイクルに努める。 

ウ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、市民及び

作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

エ 必要に応じて、府、近隣市町村、関係団体に応援を要請する。 
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第２ 道路障害物の除去対策 

１ 実施責任者 

道路の通行に支障をきたす場合、国道と府道については府が、市道については市がそれ

ぞれ除去するが、相互に連絡し協力して行う。 

 

２ 障害物の除去の優先順位 

(1) 市民の生命安全を確保するための重要な道路（避難路） 

(2) 災害の拡大防止上重要な道路（延焼阻止のために消防隊が防ぎょ線をはる道路） 

(3) 緊急輸送を行う上で重要な道路 

(4) その他災害応急対策活動上重要な道路 

 

３ 資機材の確保 

障害物の除去に必要な車両、機械、器具等については、業者等から調達する他、他の市

町村や府に応援を要請する。 

 

４ 障害物の集積場所 

災害で発生した障害物は、廃棄するものについては、除去の実施者の管理する遊休地や

ごみ捨て場等のほかに、その他の公有地についても協力を得て、一時的に集積し、処理す

る。 

(1) 一時的には市管理の運動場、空地、その他廃棄に適当な場所 

(2) 保管するものについては、その保管する工作物などに対応する適当な場所 

 

第３ 住宅関係障害物の除去対策 

１ 実施責任者 

市長が責任者として行うものであるが、災害救助法が適用された場合は、知事の補助機

関として実施することになる。 

 

２ 障害物の除去の対象者 

(1) 当面の日常生活が営み得ない者、又は、日常生活に欠くことのできない場所のみを対

象とし、居室、炊事場、便所、玄関等のような場所のみを対象とする。 

(2) 住家は、半壊、半焼又は床上浸水した者で、自己の資力をもってしても、障害物の除

去を実施し得ない者に限りその対象とする。 

 

３ 実施方法 

必要最低限度の日常生活が営める状態に除去する。 
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第３節 個人への対応 
 

第１項 福祉活動計画 
 

●実施担当部局 保健福祉部（医療部）、河内長野市社会福祉協議会 

 

災害時要援護者に対し、継続した福祉サービスを行うとともに、災害後のメンタルヘルスの安

定を図るため、こころのケア対策を実施する。 

 

第１ 災害時要援護者の被災状況の把握等 

１ 災害時要援護者の安否確認 

災害発生後直ちに市役所内に災害時要援護者の相談窓口を設置するとともに、府が示す

指針に基づき市が作成するマニュアルに則して地域住民等の協力を得ながら、居宅に取り

残された災害時要援護者の安否確認に努める。 

また、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。 

災害前より災害時要援護者については、平常業務の延長として、災害時対応を実施する。 

 

２ 避難所等への移送 

災害時要援護者を発見、保護した場合は、速やかに負傷の有無等、被災状況を確認し、

状況を判断した上で、避難所、医療機関、社会福祉施設等へ移送する。 

 

３ 被災状況とニーズの把握 

(1) 災害時要援護者の所在の把握と被災状況、健康状態及び福祉ニーズの把握に努める。 

(2) 市及び府は、所管する社会福祉施設の施設設備、職員、入所者等の被災状況の迅速な

把握に努める。 

(3) 府は、市の情報を集約し、被災の状況に応じて、近隣府県、関係団体等からの人的・

物的支援を得ながら、福祉関係職員の派遣や災害時要援護者の施設等への入所が行える

体制を確立する。 

 

第２ 被災した災害時要援護者への支援活動 

１ 在宅福祉サービスの継続的提供 

被災した災害時要援護者に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において、日常不

可欠な福祉用具（車椅子、補装具等）や、幼児用の粉ミルク、おむつ等の育児用品等の搬

送、供給体制を確保する。また、介護職員等の組織的・継続的な派遣等、在宅福祉サービ

スの継続的提供に努める。 

 

２ 介護職員の派遣要請 

必要に応じて、府に対して、被災地域への介護職員等の派遣を要請する。 

 

３ 災害時要援護者の施設への緊急入所等 

市及び府は、被災により、居宅、避難所等で生活できない災害時要援護者については、

本人の意思を尊重した上で、福祉避難所（二次的な避難施設）への避難及び社会福祉施設

等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。 

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努め、入所者

が安心して生活を送れるよう支援を行う。 

 

第３ メンタルケア（こころのケア）対策 

災害・緊急時に発生が懸念される心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の予防を目的として、

精神医学臨床心理学等の専門家により、被災者及び災害対応従事者の情緒の安定を図る。 
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１ こころのケアのための体制の確立 

(1) 専門家は、支援スタッフへの教育やバックアップを行う。 

(2) 現場レベルでは、避難所リーダー、ボランティア等が対応する。 

(3) 被災者等に対して、こころのケアに関して、パンフレット、講演会等によって指導す

る。 

 

２ 巡回相談の実施 

被災精神障害者の継続的医療の確保と、避難所等での精神疾患の急発・急変への救急対

応を行うため、避難所等で巡回相談を実施する。 

 

３ 心の健康相談等 

(1) 災害による心的外傷後ストレス障害(ＰＴＳＤ)、生活の激変による依存症等に対応す

るため、心の健康に関する相談窓口を設置する。 

(2) 環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨機に

精神科救護所を設置する。 
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第２項 住宅確保・再建計画 
 

●実施担当部局 都市建設部（交通部）、保健福祉部（避難部） 

 

災害により住宅を失い、又は破損等のため居住することが出来なくなった者及びそのままでは

当面日常生活を営むことが出来ない者に対する住宅の対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第１ 住宅対策の種類と順序 

１ 災害後直ちに着手する必要があるもの 

(1) 避難所の設置による被災者の応急収容（第３章第２節第１項避難所の開設・運営） 

(2) 空き家のあっせん 

(3) 緊急時復旧工事のための建築基準法を適用しない区域の指定 

(4) 応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理、障害物の除去 

(5) 建設基準法による被災市街地の建築制限又は禁止区域の指定 

(6) 住宅復旧資材の値上がり防止及び資材の手当、あっせん 

 

２ １の対策に引き続き、できるだけ早く検討、実施すべきもの 

(1) 住宅金融公庫による災害復興住宅の復興及びマイホーム新築資金貸付（特別貸付） 

(2) 公営住宅法による災害公営住宅等の建設 

(3) 公営住宅法による既設公営住宅等の復旧 

(4) り災都市借地借家臨時処理法に基づく地区指定 

(5) 都市再開発法による市街地再開発事業の計画及び実施 

(6) 民間住宅の復興に対する支援 

 

第２ 公共住宅への一時入居 

１ 対象 

応急仮設住宅の建設の進捗状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、府営住宅、府内

各市町営住宅・住宅供給公社・都市再生機構住宅等の空家への一時入居の措置を講ずる。 

 

２ 募集 

(1) 市営住宅は保健福祉部（避難部）が、募集を行う。その他の住宅は保健福祉部（避難

部）が要請を行う。 

(2) 保健福祉部（避難部）は、市民への情報提供や相談に対応する。 

 

第３ 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

１ 実施責任者 

応急仮設住宅の建設及び被害住宅の応急修理は、知事が、自らの責任で行うのが原則で

あるが、市長に委任された場合は、次の要領で行う。 

なお、災害救助法が適用されないときにおいては、市長の責任で行う。 

 

２ 対象者 

(1) 応急仮設住宅の供与 

住家が全焼、全壊又は流失し、居住する住家がない者で、かつ、自己の資力をもって

しては、住宅を確保することができない者であること 

(2) 入居者の選定方法 

入居者の選定に当たっては、民生委員等の協力を得て、被災者の資力その他条件を充

分調査するとともに、知事の委任を受けて市長が実施する。選考にあたっては高齢者、

障害者を優先する。 

(3) 応急仮設住宅の設置戸数・規模・費用の限度・期間等については、災害救助法の定め

るところによる。 
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３ 応急仮設住宅の設置 

(1) 建設予定地の選択方法・基準 

応急仮設住宅の建設用地は、安全、保健衛生上適当な場所として、予定地の中から災

害状況を勘案して適切な場所を選定する。 

＊資料13-2 応急仮設住宅建設候補地 

(2) 建設資機材及び業者の確保 

応急住宅の建設に当たっては、建設業者等に協力を要請する。 

また、資機材、材木等の調達については、建設用資機材取扱業者及び住宅用木材調達

取扱業者等に協力を要請する。 

なお、市だけでは、対応できない場合は、他の市町村や府に応援を要請する。 

(3) 建設資材の調達 

ア 都市建設部（交通部）の当該工事の請負業者に対して資材の確保を依頼しておく。 

イ 都市建設部（交通部）は請負業者の手持資材が不足するとき、または調達困難な場

合は知事に対し調達あっせんを依頼する。 

(4) その他 

ア 応急仮設住宅の管理は、府と協力して行う。 

イ 府と協力し、集会施設等生活環境の整備を促進する。 

ウ 入居者に応急仮設住宅を供給する期間は、完成の日から、原則として２年以内とす

る。 

エ 高齢者、障害者に配慮した応急仮設住宅を建設するよう努める。 

 

４ 住宅の応急修理等 

(1) 対象者 

災害により住家が半壊又は半焼し、そのままでは当面の日常生活を営むことが出来ず、

かつ自己の資力で応急修理が出来ない者に対して行う。 

ア 生活保護法による被保護者並びに要保護者 

イ 特定の資産のない高齢者、障害者等 

ウ 前号に準ずる者 

(2) 修理の方法 

ア 修理の範囲は、居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分とする。 

イ 修理は、災害発生の日から１か月以内に完了しなければならない。 

ウ 修理する住宅の選定については、市長が行う。 

 

第４ 住宅の確保 

府及び市は、関係機関と連携し、災害で住まいを失った世帯の住宅の確保に努めるとともに、

自力で住宅を確保する者に対して支援を行う。 

 

１ 相談窓口の設置 

住宅に関する相談窓口を設置し、市民からの相談に応じるとともに、情報の提供を行う。 

(1) 公共住宅、民間住宅への入居に関する相談、情報 

(2) 住宅修繕などに関する相談、情報 

(3) 住宅の新築・修繕の融資等に関する相談、情報 

(4) 被災住宅に関する借地借家法等の相談、情報 

 

２ 住宅復興計画の策定 

被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災者の実状に沿った施策を

推進する。 

 

３ 公営住宅の供給促進 

民間、住宅供給公社、都市再生機構の協力を得ながら、住宅の供給を図る。 
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(1) 公営住宅、住宅供給公社・都市再生機構住宅の空家活用 

既存の空家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災市民の住宅として活用で

きるよう配慮する。 

(2) 災害公営住宅の建設 

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低所得世帯等を対象として、公

営住宅を建設する。 

(3) 特定優良賃貸住宅のあっせん 

自力での住宅確保が困難な被災者に対して優良賃貸住宅のあっせんを行う。 

 

４ 民間賃貸住宅の建設支援（大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度等） 

府は、住宅金融支援機構の融資制度等を利用し、府が定める基準を満たした優良な民間

賃貸住宅を建設する者に対して利子補給を行い、被災市民の住宅としても活用できる賃貸

住宅の供給を図る。 

 

５ 災害復興住宅資金の貸付 

住宅金融支援機構は、住宅に被害を受けた者に対して、災害復興住宅資金（建設・補

修）の融資を実施し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。 

 

６ り災都市借地借家臨時処理法の適用申請 

市は、建物の復興に伴い借地、借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住居、

営業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法の適用申請を行

う。 
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第３項 教育再開計画 
 

●実施担当部局 教育部（避難部） 

 

災害の発生、又はそのおそれのある場合の児童・生徒の保護及び教育施設の保全の措置を講ず

るとともに、災害による教育施設の被害、児童・生徒のり災による通常の教育を行えない場合の

文教施設の応急復旧、児童・生徒に対する応急教育及び学用品の供与等を実施する。 

 

第１ 実施責任者 

１ 市立小・中学校等の応急教育及び市立文教施設の応急復旧対策は、市教育委員会が行う。 

 

２ 災害に対する各学校等の措置については、学校長が具体的な応急対策をたてる。 

 

３ ただし、学用品の給与については、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受け、

市長が実施する。 

 

第２ 学校長の措置 

１ 事前準備 

(1) 学校長は、学校の立地条件を考慮し、災害時の応急計画を作成するとともに、指導の

方法について明確な計画を立てておく。 

(2) 学校長は、災害の発生のおそれがある場合は、応急教育体制に備えて、次の事項を遵

守しなければならない。 

ア 学校行事、会議、出張等を中止すること 

イ 児童・生徒の避難訓練、災害時の事前指導及び事後処置、保護者との連絡方法を検

討すること 

ウ 市教育委員会、河内長野警察署、消防機関及び保護者への連絡網の確認を行うこと 

エ 時間外においては、所属教職員の所在を確認し、非常招集の方法を定め、教職員に

周知しておくこと 

 

２ 災害時の体制 

(1) 学校長は状況に応じ適切な緊急避難の指示を与える。 

(2) 学校長は災害の規模、児童・生徒・職員及び施設等の被害状況や所在地を速やかに把

握するとともに市教育委員会と連絡し、災害対策に協力し、校舎の管理に必要な職員を

確保する。 

(3) 学校長は準備した応急教育計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど、災害状況と合

致するよう速やかに調整する。 

(4) 学校長は応急教育計画については市教育委員会に報告するとともに、決定次第速やか

に児童・生徒及び保護者に周知徹底する。 

(5) 学校長は校区外に避難した児童・生徒の転校手続き等が円滑に進むよう、市教育委員

会、受け入れ学校、関係機関等と調整する。 

 

３ 災害復旧時の体制 

(1) 学校長は教職員を掌握するとともに、校舎の整備を行い、児童・生徒に対しては、被

災状況を調査し、市教育委員会と連絡し、教科書及び教材の供与に協力する体制をとる。 

(2) 正常な授業再開に際しての保健安全上の障害処理については、府・市教育委員会より

指導助言を行うが、危険物の処理、通学路の点検整備については学校長は関係機関の援

助等により処置する。 

(3) 校区外に避難した児童・生徒については、職員の分担を定め、地域ごとに実情を把握

し、保護者に必要事項を連絡する。 

(4) 学校長は災害の推移を把握し、市教育委員会と連絡のうえ、平常授業にもどるよう努

め、その時期については、早急に保護者に連絡する。 
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(5) 学校長は校舎が避難所として利用されている場合は、応急教育実施のための措置を市

と協議する。 

 

第３ 児童・生徒等の保護 

１ 児童・生徒等の保護 

災害時における応急教育は次のとおり実施するが、教育長又は学校長等の判断により、

危険が予想される場合は、臨時休校等の措置を行うなど、臨機の措置をとる。 

(1) 授業開始後にあっては、早急に児童・生徒を帰宅させることとし、その際は、危険防

止等についての注意事項を徹底させるとともに、必要に応じ教職員が地区別に付き添う。 

ただし、保護者が不在の者又は居住地域に危険のおそれのあるものは、学校等におい

て保護する。 

(2) 登校前に休校の措置をとったときは、直ちにその旨を保護者、児童・生徒等に連絡す

る。 

(3) 災害が広域にわたると予想される場合には、府教育委員会から、ラジオ・テレビ等を

通じて統一的な指示が行われるので、この指示に従って適切に措置する。 

(4) 修学旅行等の学校行事については、安全の見通しが判明するまで中止する。 

(5)学校長は、校舎等に危険が及ぶことが予想される場合は、適切な緊急避難の指示を行

うとともに、教職員を誘導にあたらせる。 

(6) 学校長の判断で臨時に休校等の措置をとったときは、直ちにその旨を教育部（避難

部）に報告しなければならない。 

(7) 学校長は、災害の規模、児童・生徒等、職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把

握するとともに、教育部（避難部）に連絡し、災害対策に協力し、校舎の管理に必要な

職員を確保する。 

 

２ 教育施設の保全 

教育施設及び備品等の被害を最小限に防止するため、施設の長は、施設の防災措置を講

じ、停電、断水等予想される事故に対する措置を行う。 

 

３ 教育活動への支援 

市教育委員会は、教育活動への支援が必要な場合、市教育委員会に勤務する指導主事を

派遣する。 

 

第４ 応急教育の実施 

文教施設の被災又は児童・生徒のり災により、通常の教育を実施することが不可能な場合に

おける応急教育は、次のとおり実施する。 

 

１ 応急教育実施の基準 

災害発生後１週間程度開始を目安として、学校内若しくは学校長が適当と認める場所に

おいて、応急教育を実施する。 

 

２ 応急教育実施予定場所 

(1) 学校が避難所に指定され、長期間使用不可能と想定される場合には、他の公共施設等

の避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できるよう努める。 

(2) 校舎の一部が使用できないときは、残存施設を活用し、なお不足するときは、二部授

業の方法による。 

(3) 公民館等の公共施設を利用する。 

(4) 隣接校の余裕教室を借用する。 

(5) 利用すべき施設がないときは、応急校舎を建設する等の対策を講ずる。 

校舎の大部分が使用できないときは、隣接の学校・公民館等適当な公共施設を利用す

る。 
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３ 授業時数の確保 

(1) 災害による休校、二部授業その他のために授業時数の不足が考えられるが、できるだ

け速やかに平常授業を始めるよう努め、授業時数の確保を図る。 

(2) 長期にわたる休校の場合については、自宅学習又は、各地区毎の組織に区分して応急

教育を実施する。 

 

４ 児童・生徒の健康保持 

被災地区の児童・生徒に対しては、被災状況により健康診断、検便等を行い、健康の保

持に充分注意するとともに、感染症の予防について富田林保健所の指示により、必要な措

置を行う。 

 

第５ 就学等に関する措置 

１ 学用品の供与 

学用品の供与については、災害救助法の定めにより実施する。 

(1) 供与品目 

ア 教科書及び教材 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

(2) 供与対象者 

住家が全壊、流失、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の小学校児童・中学校生徒

で、教科書、学用品を滅失又は棄損したもの 

 

２ 就学措置 

府教育委員会及び市教育委員会は、被災により就学が困難となり、また学資の支弁が困

難となった児童・生徒に対し、支援する。府は、私立学校の行う就学援助に対して支援す

るよう努める。 

(1) 府教育委員会は、府立高等専門学校及び府立高等学校の生徒に対する授業料の減額又

は免除について必要な措置を講ずる。 

(2) 市教育委員会は、市立学校の児童・生徒に対する就学援助費の支給について必要な措

置を講ずる。 

 

第６ 給食に関する措置 

教育部（避難部）は、学校給食をできる限り継続実施する。ただし、次のような事情が発生

した場合については、一時中止する。 

 

１ 災害が広範囲にわたり、学校給食施設を、災害救助のための炊き出しに使用したとき 

 

２ 給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するまでの期間 

 

３ 感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき 

 

４ 給食物資の調達が困難なとき 

 

５ その他給食の実施が外因的事情により不可能なとき 

 

６ 給食の実施が適当でないと認められるとき 

なお、この場合、給食再開にあたっては、衛生管理には充分に注意が必要である。 

 

第７ 教育施設の応急整備 

１ 災害により被害を受けた小、中学校の施設、設備については学校長の報告により教育部

（避難部）は調査の上速やかに応急復旧工事を実施する。 
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２ 応急復旧資材については、本市競争入札の有資格業者に建築資材を常時確保させておく

ものとする。 

 

第８ 災害後の環境衛生の確保 

１ 教育部（避難部）は保健福祉部（医療部）及び学校長と協議の上、保健室常備の医療機

器薬品の確保等の必要な措置を速やかに行う。 

 

２ 学校長は、児童・生徒に災害時における環境衛生について周知及び指導を徹底する。 

 

３ 学校長は、災害後の感染症及び防疫対策について、教育部（避難部）、保健福祉部（医

療部）、校医等と協議し、富田林保健所の指示援助により、必要な措置を速やかに行う。 

 

第９ 児童・生徒の「こころのケア」対策 

市教育委員会は、府（子ども家庭センター）、その他関係機関、市医師会等協力団体、その

他専門家並びに各学校長と連携・協力して、学校における児童・生徒の「こころのケア」対策

を行う。 

 

第10 文化財災害応急対策 

災害により文化財が被害を受けた場合、所有者（管理責任者）は、被害状況を調査し、教育

部（避難部）に報告するとともに、市教育委員会並びに府教育委員会と協議のうえ応急措置を

講ずる。 

 

１ 被害状況の調査 

指定文化財の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を市教育委員会を

経由して府教育委員会に報告する。 

 

２ 被害の拡大防止等 

市教育委員会は、被害調査後、判明した状況から市指定文化財の所有者及び管理者に対

し必要な指示を行い、被害の拡大防止と保護に努める。 

府教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市教育委員会を経由して所有

者又は管理責任者に対し、適切な措置をとるよう指導・助言を行う。 
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第４項 被災者の生活確保 
 

●実施担当部局 危機管理室（総務部本部班）、保健福祉部（医療部）、市民文化部（生活部）、

環境経済部（食糧・日用品部）等 

 

市は、被災者が被った被害の程度に応じ、弔慰金、見舞金を支給するとともに、生活の安定を

図るため、資金の貸付、職業のあっせん等を行う。 

 

第１ 災害弔慰金等の支給 

１ 災害弔慰金及び災害傷害見舞金 

市は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例の定めるところにより支給

する。 

(1) 暴風、豪雨その他異常な自然現象による次のような災害に適用する。 

ア 市域において５世帯以上の住家が滅失した災害 

イ 府内において住家が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害 

ウ 府内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

エ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災

害 

(2) 次の場合、支給を制限する。 

ア 死亡又は障害が、故意又は重大な過失による場合 

イ 別に給付金が支給される場合 

(3) 災害弔慰金は、死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれかの者に対し、条例

に定める順位で支給する。 

(4) 災害障害見舞金は、法律第８条に規定される障害を受けた者に対して支給する。 

＊条例３ 河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

第２ 被災者生活再建支援金 

１ 被災者生活再建支援金の支給 

市は被害状況を取りまとめ大阪府へ報告を行うとともに、「被災者生活再建支援

法」に基づく適切な措置を行い、被災者に対して支援金を支給する。 

 

２ 被災者生活再建支援制度の概要 

(1) 被災者生活再建支援法の目的 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互

扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給するため

の措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定

と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。 

(2) 対象となる自然災害 

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異

常な自然現象により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりであ

る。 

ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した

市町村における自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、前記ア又はイの市町村を含む都

道府県内の市町村（人口10万人未満に限る）における自然災害 

オ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、前記ア～ウに隣接する市町村

（人口10万人未満に限る）における自然災害 

(3) 支給対象世帯 

ア 自然災害により、住宅が全壊した世帯 
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イ 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体し

た世帯 

ウ 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる

世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難であ

る世帯（大規模半壊世帯） 

(4) 支給金額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計金額となる。 

（※ 世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

[(3)アに該当]

解体 

[(3)イに該当]

長期避難 

[(3)ウに該当] 

大規模半壊 

[(3)エに該当]

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

被害程度 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場

合は、合計で200（又は100）万円 

 

(5) 支援金支給の仕組み 

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全

部を委託された被災者生活再建支援法人が、都道府県により拠出された基金を活用して

行う。支給の仕組みは下図のとおり。 

 

都道府県 

 

国 

拠出 

事務委託 

 

 

補助金交付 

 

被災者生活再建支援基金

【（財）都道府県会館】

申請 

(市区町村・都道府県経由) 

 

 

支援金支給 

被災者 

(所管：内閣府)(支援金の1/2) 

 

第３ 災害援護資金・生活資金等の貸付 

市及び社会福祉協議会は、住居、家財等に被害を受けた世帯に対し、資金を貸し付ける。 

１ 災害援護資金貸付 

市は、自然災害により府域に災害救助法が適用された場合、「災害弔慰金の支給等に関

する法律」に基づき、条例の定めるところにより、被災世帯に対して生活の立てなおしに

資するため、災害援護資金を貸し付ける。 

 

２ 生活福祉資金の災害援護資金貸付 

社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、市内居住の低所得者に対

して、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金を貸し付ける。ただ

し、１の災害援護資金の対象者を除いた低所得世帯（世帯収入が生活保護基準の1.8倍以

下）を対象とする。 

 

第４ 租税等の減免及び徴収猶予等 

１ 市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法又は河内長野市市税条
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例により市税の緩和措置として、事態に応じ納税期限の延長、徴収猶予及び減免の措置を

とる。具体的な措置の実施は、税務課が担当する。 

(1) 納期限の延長 

災害により納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出又は市税を納付若しくは納

入できないと認められるときは、その申請により２ヶ月を超えない期限において市税の

納期限を延長する。 

(2) 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が、市税を一時に納付し又は納入するこ

とができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶

予する。 

なお、やむを得ないと認められるときは、さらに１年以内の延長を行う。 

(3) 滞納処分の執行の停止等 

災害により滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合は、滞納処分の停止、換価の

猶予及び滞納金の減免等の適切な措置をとる。 

(4) 減免等 

被災した納税義務者等に対し必要と認められる場合は、固定資産税等の減免及び納付

（納入）義務の免除を行う。 

 

２ 国税及び府税の減免措置 

国及び府は、被災者の納付（納入）すべき国税及び府税について、法令及び府条例の規

定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期間の

延長、徴収の猶予、滞納処分の執行の停止並びに減免の措置等を災害の状況によって実施

する。 

 

第５ 医療費の負担等 

市は、必要に応じ、国民健康保険制度における医療負担及び保険料の減免等を図る。 

 

第６ 雇用機会の確保 

府は、関係機関と協力して、次の事項をもって、被災事業者の雇用の確保、災害により離職

した者に対する適職への就職あっせんに努める。 

 

１ 公共職業安定所によるあっせん 

 

２ 雇用保険の失業等給付に関する特例措置 

 

３ 従業員解雇や新規採用者の内定取消の防止 
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第４節 地域支援 
 

第１項 農産物災害応急対策計画 
 

●実施担当部局 環境経済部（食糧・日用品部） 

 

災害時において農林業用施設等の被害を早期に調査し、迅速に応急復旧を図る。 

 

第１ 農業施設応急対策 

１ 関係団体等を通じ被害状況を速やかに把握し、被害の程度に応じ施設の管理者に対し、

必要な指示を行う。 

 

２ 被害が広範囲にわたる場合は、関係機関と連絡をとり、被災地全体の総合調整の上に立

って応急対策を実施する。 

 

第２ 農作物応急対策 

１ 災害対策技術の指導 

地割れなどにより農地、施設及び農作物に被害が生じた時は、培土、間断灌漑、倒伏

果樹の引き起こしなど応急措置の技術指導や被害を最小限に食い止めるための技術指導

等を、大阪府南河内農と緑の総合事務所の指導のもとに農業団体等と協力して実施する。 

 

２ 水稲種子の確保、あっせん 

必要に応じ、水稲種子のあっせんを府を通じて大阪府種子協会に依頼し、確保を図る。 

 

３ 病虫害の防除 

農作物の各種病虫害の防除については、大阪府病害虫防除所及びその他関係機関と協

力して実施する。 

 

第３ 林産物応急対策 

１ 技術指導等 

(1) 森林組合の協力を得て、倒木に対する措置等の技術指導を行う。 

(2) 被災造林地において、幼齢林の倒木起こし作業等の補助事業の実施により早期復旧

を図る。 

(3) 浸冠水した苗畑において、速やかに排水に努めるとともに、被災苗木の早期消毒及

び枯死苗木の抜き取り、焼却等に努める。 

 

２ 病害虫の防除 

枯損木、倒木、折損木等を速やかに林外に搬出するほか、焼却又は薬剤処理等により

病害虫の防除に努める。 

 

第４ 畜産等応急対策 

１ 伝染病の発生等については、速やかに府に連絡し、府の防疫計画に基づき必要な伝染病

防疫対策を実施する。 

 

２ 一般の疾病の発生については、市の獣医師と協力し治療にあたる。 

 

３ 伝染病発生畜舎等の消毒については、府の指示によって実施する。なお、一般疾病薬品

等については、府にあっせんを要請する。 

 

４ 飼料対策については、災害地域内の被害状況及び家畜数に応じ、府に依頼して政府保管
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の飼料の払い下げを求める。 
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第２項 中小企業の復興支援 
 

●実施担当部局 環境経済部（食糧・日用品部） 

 

災害により被害を受けた中小企業の再建を促進し、生産力の回復と経営の安定化を図るために、

政府系金融機関及び一般金融機関の融資、中小企業近代化資金等の貸付、信用保証協会による融

資の保証等の対策が国・府によって講じられるが、市は、これらの対策が迅速かつ円滑に行われ

るよう国・府に要請するとともに、関係各部、関係機関、団体等の協力を得て、必要なＰＲ活動

を積極的に行う。 

 

第１ 資金需要の把握・調査等 

府が行う中小企業関係の被害状況の調査等について協力する。また、支援制度の周知徹底を

図るとともに、必要に応じて融資相談窓口を開設する。 

 

第２ 資金の融資措置 

府及び金融機関が行う災害復興資金融資制度などに協力し、被災した中小企業の復旧を促進

し、生産力の回復と経営の安定に努める。 

 

１ 政府系金融機関の融資 

(1) 中小企業金融公庫 

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。 

(2) 国民金融公庫 

措置期間、償還期間の延長及び利率の引き下げを行う。 

(3) 商工組合中央金庫 

災害救助法が適用された地域内に事業所を有する被害中小企業者、中小企業協同組

合に対して、その再建資金を貸し付ける。 

 

２ 府の災害等対策資金及び経営安定資金の融資 

被災した中小企業者等に対し、災害復旧又は経営安定のための資金を貸し付ける。 

 

第３ 中小企業者に対する金融制度の周知 

市は、商工会やその他関係団体を通じて、国・府が行う金融上の特別措置、中小企業金融公

庫や国民金融公庫が行う災害貸付、並びに大阪府災害復旧資金緊急融資及び経営安定資金貸付、

商工組合中央金庫が行う特災利率の適用等の特別措置について中小企業者に周知する。 
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第３項 農林業関係者の復興支援 
 

●実施担当部局 環境経済部（食糧・日用品部） 

 

災害により被害を受けた農業者又は組合等に対し復旧を促進し、農業の生産力の回復と経営の

安定化を図るため、府は政府系金融機関及び一般金融機関に特別の配慮を要請し、災害復旧に必

要な資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう対処するが、市は、これらの融資制度についてＰ

Ｒするとともに、農業協同組合等の協力を得て、被災した農業関係者に対する融資適用を迅速か

つ円滑に実施する。 

 

第１ 資金需要の把握・調査 

府が行う農業関係者等に対する被害状況の調査、及び資金需要の把握について協力する。支

援制度の周知徹底を図るとともに、必要に応じて融資相談窓口を設ける。 

 

第２ 資金の融資措置 

市は、農業協同組合等の協力を得て、被災した農業関係者等に対する融資適用が、迅速かつ

円滑に行われるよう措置する。 

 

１ 天災融資資金（天災融資法） 

(1) 融資機関は、農林関係者の経営、事業に必要な資金を融資し、政令で定められた範

囲において、利子補給、損失補償を受ける。 

(2) 激甚災害に指定された場合は、貸付限度額、償還期間について優遇する。 

 

２ 農林漁業金融公庫資金 

農林漁業金融公庫は、施設の復旧、経営再建及び収入減補填等に必要な農林漁業災害

復旧資金及び災害により農業経営の維持安定が困難な農業者に対する農業経営維持安定

資金を融資する。 

 

３ 大阪府農林漁業経営安定資金 

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農林業者に対して経営資金を融

資する。府は、利子補給、損失補償の措置を講ずる。 

 

第３ 融資制度の周知 

市は、農林業関係団体を通じて、国・府が行う災害により被害を受けた農業者又は組合等に

対する融資制度について周知する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

    第２編 地震災害応急・復旧・復興対策編 

 

         第２部 東海地震関連情報に伴う応急対応 

 

 

 

 

 

 

 

 東海地震関連情報に伴う社会混乱の防止につとめ、本市及び市民、事業所等のと

るべき適切な対応措置・警戒体制について定め、市民の生命、身体、財産等の安全

を確保する為の措置について基本的な計画を定める。 
 



－地震災害応急・復旧・復興対策－［東海地震関連情報に伴う応急対応］ 

 2-95 

第１節 総則 
 

第１ 目的 

内閣総理大臣は、地震予知情報を受け、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認

めるときは、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）に基づき、地震災害に関する

警戒宣言を発することになっている。 

この計画は、警戒宣言が発せられたことに伴う社会的混乱の防止につとめ、市及び市民、事

業所等のとるべき適切な対応措置・警戒体制について定め、市民の生命、身体、財産等の安全

を確保することを目的とする。また、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生す

るおそれもあるため、その場合に生じる危険について市民に周知する。 

 

第２ 基本方針 

本市は、地震防災対策強化地域から相当の距離にあるものの、東海地震発生時には、震度4

～5弱が予想される。警戒宣言が発せられたときには、警戒宣言が発せられている間の対処に

ついて関係機関、市民、事業者等に正確・迅速に周知徹底を図り、応急対策を実施し、震災予

防と社会的混乱の防止を図る必要がある。 

この計画は、東海地震の警戒宣言が発せられてから警戒宣言解除時までの対応計画であるが、

東海地震注意情報が発表されたときから警戒宣言が発せられるまでの間についても、必要な措

置をとる。地震発生後は、「地震災害応急・復旧・復興対策」に基づき対策を実施するものと

する。なお、警戒宣言が発せられても、本市の市政・都市機能については、極力平常通り維持

することを基本とする。 

なお、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあるため、その場

合に生じる危険について市民に周知し、警戒解除宣言が発せられた後も、状況により必要と認

められる場合は、警戒態勢を継続するものとする。 
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第２節 東海地震注意情報が発表された時の措置 
 

市及び防災関連機関は、東海地震注意情報が発表されたときは、警戒宣言が発せられた場合に

備えた、速やかな対応ができるよう準備するものとする。 

 

第１ 東海地震注意情報の伝達 

１ 伝達系統 

 

 

 

 

 

２ 伝達事項 

(1) 東海地震注意情報の内容 

(2) その他必要な事項 

 

第２ 警戒態勢の準備 

市及び防災関係機関は、職員の待機、非常配備など対策（警戒）本部の設置を準備するとと

もに、東海地震予知情報及び警戒宣言の収受・伝達並びに社会的混乱を防止するための広報な

どの準備を行う。 

市消防本部では、非常警備を発令して警戒体制を整え、非常警備本部を設置する。 

市は、国、府に準じて市民に対して次の内容を基本とする呼びかけを行う。 

 

１ 東海地震注意情報の内容の説明とその意味について 

 

２ 政府が行う準備行動の具体的な内容について 

 

３ 万一に備え、強化地域方面への不要不急の旅行などの自粛について 

 

４ 地域住民に対する沈着冷静な対応の要請について 

 

５ 今後、警戒宣言時に予想される交通規制等の内容について 

大阪管区気象台 大阪府危機管理室 市・消防本部 

府庁各課・出先機関 
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第３節 警戒宣言が発せられた時の対応措置 
 

市は、警戒宣言が発せられたときの社会的混乱の防止対策及び東海地震が発生したときの被害

を最小限にするために講ずるべき事前の対策を進めるものとする。 

 

第１ 東海地震予知情報及び警戒宣言の伝達 

１ 職員に対する措置 

危機管理室は、東海地震予知情報や警戒宣言を入手した時は、直ちに市長に報告する

とともに、各部に伝達するものとする。伝達を受けた各部長は、速やかに職員にその内

容を周知させ、併せて関係機関等へ伝達するなど適切な措置を講じるものとする。 

 

２ 伝達系統図 

(1) 東海地震予知情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 伝達事項等 

(1) 関係機関への伝達事項 

ア 東海地震予知情報 

イ 警戒宣言 

ウ 警戒解除宣言 

エ その他必要と認める事項 

(2) 市民、事業所等への広報事項 

ア 警戒宣言に伴う地域ごとの各種情報の提供と冷静な対応について 

イ 必要な防災措置をとること 

ウ 自治会等の防災体制準備の呼びかけ 

エ 避難措置等の周知 

 

４ 市民・事業所等に対する広報、周知方法 

市は、警戒宣言が発せられたことを了知したときは、広報車、防災行政無線等を活用

し、自治会等の住民組織と連携して地域住民、事業所等へ周知する。周知にあたっては、

災害時要援護者に配慮したものとする。 

なお、状況に応じて逐次伝達するとともに、反復継続して行う。 

 

大 阪府危機管理室

市
民
・
事
業
所 

大阪府危機管理室

市
民
・
事
業
所 

（消防庁ファックス） 

府庁各課・出先機関 

消防庁 

府庁各課・出先機関 

市・消防本部 

消防署等

消防署等

市・消防本部 

大阪管区気象台 
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第２ 警戒態勢の確立 

市は、警戒宣言が発せられたときから、地震が発生するまで又は警戒宣言解除宣言が発せら

れるまでの間、警戒活動を行う。 

ただし、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあるため、その

場合に生じる危険について市民に周知し、東海地震発生後や警戒解除宣言が発せられた後も、

状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続するものとする。 

 

１ 警戒配備体制の確立 

(1) 市長は、警戒宣言が発せられた場合、直ちに災害配備体制をとる。 

(2) 組織・運営の方法については、「第１部第１章第１節第１項組織動員計画」に定め

る。 

 

２ 活動事項 

(1) 職員への情報伝達・周知は、迅速かつ的確に行う。 

(2) 計画に基づき、対策本部を設置し、情報交換を通じて関係機関相互の連携を強化し、

必要に応じて協力要請する。 

(3) 実施すべき応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備を行う。 

(4) 応急対策に従事する職員以外は、勤務時間中は通常業務を行う。 

(5) 所管施設、職場内の点検を行い、書棚・ロッカー等の転倒防止、出火危険箇所の安

全措置、その他職員の安全確保のための措置を講ずる。 

(6) 自家用発電機・消防用設備・無線設備等の非常電源の点検を行い、作動確認を行う。 

 

３ 市民が利用する施設の管理等 

(1) 施設の利用者等に対して、警戒宣言が発せられたことを的確に周知し、これらの人

々が混乱に陥らないように十分配慮する。 

(2) 非常口・非常階段等の避難設備を点検し、地震時の避難体制に万全を期する。 

(3) 火気を使用する場合は、近くに消火器等を配置し、地震時の火災防止に万全を期す。 

(4) 市の各種行事の中止等の検討を行う。 

 

４ 工事中の建築物等に対する措置 

工事中の建築物その他工作物又は施設については、工事担当部局は、現場の状況に応

じ、請負業者の責任において次の措置を講じる。 

(1) 建設機械類の安全措置 

(2) 工事箇所の崩壊・倒壊・落下物の防止及び補強措置 

(3) 工事現場内のガス管・上下水道管・電気設備等の安全措置 

(4) 工事監督者・作業員の安全確保措置・現場巡視措置 

 

第３ 広報 

１ 市 

防災行政無線や広報車等を活用し、関係機関及び自主防災組織等住民組織と連携して

迅速かつ的確に広報を行う。広報事項は次の通りであるが、特に避難を必要とする場合

は、市民等に指定避難所を事前に周知するとともに、避難勧告の際の伝達手段及び伝達

事項について広報する。 

(1) 警戒宣言等の内容とそれによってとられる措置 

ア 交通規制、通信規制 

イ 上水道の対応 

ウ 不特定多数を収容する施設の対応 

(2) 市民、事業所等のとるべき措置 

(3) 混乱防止のための措置 

(4) その他周知すべき事項 

 



－地震災害応急・復旧・復興対策－［東海地震関連情報に伴う応急対応］ 

 2-99 

２ 災害時要援護者への配慮 

点字、ファクシミリ等の手段を用いて、視聴覚障害者にも配慮する。 

 

３ 流言防止への配慮 

(1) 情報の出所を一本化し、情報文を可能な限り用意する。 

(2) 情報文は、学術・法律・行政用語はさけ、受け手となる市民の立場に立って、可能

な限り平易かつ簡単明瞭にする。 

(3) 情報伝達は、できるだけ広く浅く行い、また聞きの情報は排除する。 

(4) 情報の伝達に際してはメモを取り、復唱する。 

(5) 正しい情報による流言の打ち消しを行う。 

 

第４ 消防・水防・土砂災害対策 

１ 消防対策 

消防機関は、次の措置を講じる。 

(1) 東海地震予知情報等の収集と伝達 

(2) 出火・延焼危険地域等に対する巡回等による警戒 

(3) 消防用資機材、消防水利の点検確保 

(4) 広報・指導 

ア 出火防止措置に関すること 

イ 初期消火措置に関すること 

ウ 危険防止措置に関すること 

エ 消防計画、予防規定等に基づく自主防災体制の確立と危険物等の管理の徹底に関

すること 

 

２ 水防対策 

市及び府は、次の措置を講じる。 

(1) 府は、水防管理団体等への迅速な情報伝達 

(2) 監視・警戒体制の確立 

(3) 関係業者からの資機材緊急輸送の準備 

(4) 備蓄水防資機材の点検整備 

(5) 工事施工箇所の安全確保 

(6) 水防危険箇所への立入禁止 

 

３ 土砂災害対策 

市及び府は、地震時において土砂災害等が予想される危険箇所に対して次の措置を講

じる。 

(1) 危険箇所の点検 

(2) 危険が予想される周辺地域の住民等に対する避難勧告 

(3) 工事中の場合は、工事を中止し安全措置を講じ、立ち入りを禁止すること 

 

第５ 危険物施設等対策 

危険物施設等にかかる事業所は、次の措置を講じる。 

(1) 防災体制 

ア 自衛消防組織等自衛消防体制の確立 

イ 防災要員の動員と役割分担に基づく配備 

(2) 施設対策 

ア 緊急遮断弁等危険物安全防護措置の点検 

イ 破損、転倒防止措置、流出油拡散防止措置 

ウ タンク等の元弁の閉鎖、漏洩防止措置 

エ 操業制限、停止措置 

オ 防災資機材及び応急復旧工事用資機材の点検確認 
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カ 施設の火気からの隔離及び火気使用制限又は禁止 

キ 従業員及び周辺住民の安全確保措置 

(3) 輸送対策 

ア 危険物に係る運搬等の抑制 

イ 危険物に係る輸送途上の遵守事項の徹底 

ウ 危険物に係る出荷、受け入れの制限又は停止 

エ タンクローリー等の安全な場所への移動 

オ その他危険が予想される作業の中止 

 

第６ 警備・交通対策 

道路管理者は、次の措置を講じる。 

 

１ 交通対策 

(1) 府公安委員会、河内長野警察署長が行う交通規制に協力する。 

(2) 危険箇所を点検する。 

(3) 路面排水ポンプを点検する。 

(4) 自家発電装置、予備電源及び道路管理用通信施設を点検する。 

(5) 石橋、木橋及び古い橋りょうに留意する。 

(6) 工事中の現場は作業を中止し、補強等の安全措置を講じる。 

 

２ 広報 

(1) 交通規制の実施状況について 

(2) 道路の渋滞状況等について 

(3) 路上駐車中の車両に対する移動について 

(4) 車両運転中に地震に遭遇した場合の注意事項について 

 

第７ 公共輸送等対策 

警戒宣言が発せられたとき、公共輸送機関は、旅客の安全確保及び地震発生後の輸送の早期

確保を図るため、国及び関係機関との密接な連携のもとに、次の措置を講じる。 

 

１ 鉄道 

(1) 旅客に対する混乱防止措置 

(2) 施設点検 

(3) 列車の運行規制等 

(4) 警備対策 

 

２ バス・タクシー 

(1) 乗務員は、ラジオ及び警察官等から警戒宣言の発せられたことを知ったときは、直

ちに旅客に伝達する。 

(2) 既定の安全走行をする。 

(3) バスターミナル、タクシー乗場等における旅客の混乱防止にあたる。 

 

第８ 学校・医療機関・社会福祉施設対策 

警戒宣言が発せられたとき、学校、病院・診療所、社会福祉施設においては、混乱の防止と

生命、身体の安全確保を図るため、必要な措置を講じる。 

 

１ 学校 

園児、児童、生徒、学生（以下「生徒等」という。）の安全確保を図るため、次の措

置を講じる。 

(1) 情報の周知 

ア 学校長は、東海地震予知情報及び警戒宣言の内容を職員に周知する。 
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イ 職員は、生徒等に警戒宣言が発せられたことを知らせるとともに、不安や動揺を

与えないよう、適切な指示を行う。 

(2) 授業の中止 

ア 在校時 

(ｱ) 通常の授業を打切り、帰宅時の注意事項に係る適切な指導を行い、臨時休校と

する。（原則として、警戒宣言が解除されるまで） 

(ｲ) 規定の方法で速やかに下校させる。 

(ｳ) 園児、児童の帰宅措置を取った場合は、保護者に引き渡すまでは学校で保護を

する。 

(ｴ) 園児、児童の帰宅措置を取った場合は、スクールバスによる通学者は指定場所

で引渡す。 

(ｵ) 中、高校生の帰宅措置を取った場合、個々に帰宅経路を確認後に帰宅させる。 

イ 校外指導時 

(ｱ) 遠足等の指導時は、即時に帰校し在校時対策をとる。 

(ｲ) 宿泊を伴う指導時は、地元官公署と連絡をとり、その他の対策本部の指示に従

う。また、学校に連絡をとり、学校長は市教育委員会あるいは所轄官庁に報告す

るとともに保護者に周知する。 

(3) 被害防止対策 

ア 備品等の転倒・落下防止措置を講じる。 

イ 薬品は保管庫に収容するか、又は地中に埋めて保管する。 

ウ 重要書類、重要物品等は耐火金庫に収容するか、又はすぐに持ち出せるよう準備

する。 

エ 給食用調理設備における油類の保管に注意し、ガスボンベの転倒防止措置を講じ

る。 

オ 消火器等を点検する。 

(4) 広報事項 

保護者に対し、次の事項について周知徹底を図る。 

ア 学校に問い合わせるなど不要不急の電話をしないこと 

イ 警戒宣言の内容、生徒等に対する安全措置に関すること 

 

２ 医療機関 

病院、診療所等医療機関は、医療機能の維持に努めるとともに、入院患者の安全確保

を図るため、次の措置を講じる。 

(1) 診療 

ア 原則として平常診療を行う。ただし、地震時の混乱に際し、危険が予想される患

者に対しては、受診の自粛を呼びかける。 

イ 手術中の場合は安全措置を講じるとともに、手術の予定は延期する。 

ウ 入院患者は原則として事前避難はしない。 

エ 入院患者で帰宅希望者は医師の判断で退院させる。 

(2) 警戒体制の確立 

地震災害警戒本部を設置して活動体制を確立し、職員の分担業務を確認する。主な

業務は次の通り。 

ア 入所者、入院患者のため、医薬品、血液等の医療品のほか、飲料水、食糧、燃料

の確保を図る。 

イ 入所者、入院患者の安全確保を図るため、非常口、階段、消防用設備、避難所、

避難路等を確認する。 

ウ 医薬品、危険物、毒劇物、放射性物質等の管理を徹底する。 

エ 患者に不安を与えないよう、院内放送により警戒宣言に関する情報を伝達し、火

気使用禁止等安全措置を講じるよう協力を依頼する。 

 

 



－地震災害応急・復旧・復興対策－［東海地震関連情報に伴う応急対応］ 

 2-102 

３ 社会福祉施設 

社会福祉施設においては、入所者の安全確保のため、次の措置を講じる。 

(1) 飲料水、食糧の確保及び危険物の点検を行う。 

(2) 施設の非常口、階段、消防用設備、避難所、避難路等を確認する。 

(3) 市に入所者数、施設の対応措置等について報告する。 

(4) 人心安定のため、市、テレビ、ラジオからの情報を収集する。 

(5) 通園福祉施設において園児は保護者に引き渡す。 

(6) 通園福祉施設において残留者は園で保護する。 

(7) 収容福祉施設においては入所者・保護者に対し施設の対応を周知徹底する。 

 

第９ 劇場・高層建築物等対策 

警戒宣言が発せられたとき、劇場、旅館・ホテル、高層ビル等不特定多数の者を収容する施

設の管理者は、その社会的責任の立場に立ち、混乱の防止と安全確保を図るため、次に措置を

講じるものとする。 

 

１ 自主防災体制を確立するとともに、従業員に適切な避難誘導を指導する。 

 

２ 施設利用者等に対し警戒宣言に係る情報を的確な方法で伝達し、従業員により適切な避

難誘導を行う。 

 

３ 応急救護の準備を行う。 

 

４ 食糧、日用品を販売する店舗等は、原則として平常営業とするが、飲食店等は混雑防止、

出火防止の観点から営業を自粛する。 

 

５ 店舗客には時差避難、時差広報を行う。 

 

６ エレベーターの運転を中止する。 

 

７ ガラス・看板、陳列品・棚、備品等の転倒、落下防止措置を講じる。 

 

８ ガス、燃料タンク等の危険物の安全確認を行う。 

 

９ 重要書類等の非常持ち出しを準備する。 

 

10 防火区画、防火戸、非常口、消火設備、警報設備、非常階段等防火避難上重要施設を点

検し、作動準備をする。 

 

11 工事中の場合は、地震時に備え補強等安全措置を講じる。 

 

第10 ライフライン対策 

警戒宣言が発せられたときにおいても、水道、電気、ガス及び電気通信（いわゆるライフラ

イン）に関わる事業者は、平常通りサービス供給を続ける。 

また、地震時において万一発災した場合に備え、災害応急復旧対策を迅速かつ円滑に実施す

るため、必要な措置を講ずる。 

 

１ 上水道 

府は、地盤の悪い地域に埋設された古い配水管が被害を受けるおそれがあることに留

意し、給水を確保するため次の措置を講じる。 

(1) 応急給水等 

ア 円滑な応急給水を実施するため、給水対策本部を設置して飲料水の応急給水体制
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を確立する。 

イ 浄水場、配水場は高水位を維持し、送配水の水圧を調整する。 

ウ 専用給水栓から供給を準備する。 

エ 応急給水資機材の点検整備を行う。 

(2) 施設の保全 

ア 取水、導水、浄水施設及び送水管路の巡視点検を行う。 

イ 浄水場における塩素除外設備等の臨時点検を行い、安全措置を講じるとともに、

原則として薬品類の新たな搬入は行わない。 

ウ 自家発電機の作動テストを行い、燃料を確保する。 

エ 水処理薬品については、在庫量を確認し必要最小限の確保を行う。 

(3) 安全措置 

ア 危険物の巡視点検を行う。 

イ 水道施設工事中の場合は、一時中止する。掘削工事の時は、埋め戻す等安全措置

を講じる。 

ウ 配管工事中のものは工事を中止し、安全措置を講じるとともに、掘削溝は埋め戻

す。 

エ 他機関が水道施設に関連する工事を実施している場合は、相互に安全を確認する。 

(4) 広報 

ア 断水時の拠点給水場所 

イ 漏水の通報依頼 

 

２ 下水道 

市及び府は、地震時に備え被害の未然防止を図るため、次に措置を講じる。 

(1) 災害応急復旧用資機材の点検確保を行う。 

(2) 管渠施設の巡視点検を行う。 

(3) 施設及び機器類の巡視点検及び整備を行う。 

(4) 薬品取扱施設の転倒、落下、流出防止措置を講じる 

 

第11 避難対策 

警戒宣言が発せられたとき、原則として避難の必要はないが、特に危険が予想される山崩れ

等危険箇所に係る市民等をあらかじめ指定した避難所に事前に避難させるため、市長は、府警

察等の関係機関と相互に連携を保ちつつ、次の措置を講じる。 

 

１ 避難所・避難路の安全確保 

(1) 避難所の防災設備を再点検し、必要な補修を行う。 

(2) 避難所に情報収集及び非常通信のためテレビ、ラジオ、無線機器等を配置する。 

(3) 避難所に管理責任者を配置する。 

(4) 避難所及びその周辺を警戒する。 

(5) 避難路及び緊急交通路を確保するため、道路工事を中止する。 

 

２ 避難時の注意事項 

(1) 避難誘導、混乱防止等の措置を迅速・的確に講じる。 

(2) 自主防災組織は、周辺地域に移住する災害時要援護者に対する避難時の介護に留意

する。 

(3) 避難所を開設したときは、開設状況を速やかに府に連絡する。 

 

第12 救援・救護 

警戒宣言が発せられたときは、災害の発生に備え、食糧等の確保を図るとともに、迅速な医

療救護活動ができるよう、必要な措置を講じる。 
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１ 備蓄物資の点検又は調達、確保 

(1) 市は、食糧供給、給水計画に基づき、被災者の食糧、水の確保に努める。 

(2) 府は、災害用備蓄食・生活必需品等の放出、関係機関等への要請、輸送体制など、

食糧等の供給体制を確立する。 

(3) 近畿農政局大阪農政事務所は、災害救助用米穀の緊急引き渡し体制を整備する。 

 

２ 医療救護 

市、府及び関係機関は、次の措置を講じる。 

(1) 医療班の編成準備 

(2) 医薬品、医療器具等の点検調達 

(3) 保健所内における救護所の設置の準備 

(4) 日本赤十字社大阪府支部、近畿地方医務局、府医師会等への協力要請の準備 

(5) 関係機関は要請のある場合に備え迅速に対応するための準備 

(6) 予想される傷病者の搬送体制の確立 

 

第13 社会秩序の維持 

１ 警察活動 

府警察は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との緊密な連絡協力のもと、

犯罪防止対策を重点とした警察活動を実施する。 

 

２ 生活物資対策 

市、府及び関係機関は、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰が生じないよう、

必要な措置を講ずる。 
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第４節 市民、事業所等のとるべき措置 
 

警戒宣言が発せられたとき、市民、事業所等は原則として避難の必要がないため、家庭及び職

場において必要な防災措置を、自ら又は近隣の市民や事業所と協力して講ずるとともに、市等が

行う対応措置に協力するものとする。 

 

１ 市民 

(1) 情報の収集 

ア 警戒宣言が発せられている間はテレビ、ラジオのスイッチは常に入れておく。 

イ 市役所、消防署、警察署からの情報に注意する。 

ウ 車内ではラジオを聴く。 

エ 自己の居住する地域の危険性及び避難の必要性等を把握しておく。 

(2) 家族防災会議の開催 

ア 家族防災会議を開き、家族の役割分担を決めてすぐに行動する。 

イ 連絡不能に備え家族の行動予定を決めておく。 

(3) 出火防止措置 

火気の使用は自粛するとともに、火の始末をする。 

(4) 初期消火措置 

消火器具（消火器、バケツ、消火用水）を準備する。 

(5) 危険防止措置 

ア 家具類等を固定し、上に置いてあるものは撤去する。 

イ 壊れやすい食器等は戸棚から外に出すとともに、ガラス戸、ガラス窓を点検し、

荷作りテープ等をはるなど、飛散防止の措置をとる。 

ウ ベランダの植木等を片づける。 

エ エレベーターの使用はさける。 

オ ブロック塀・門柱・看板等の転倒落下防止措置を講じる。 

カ 危険物容器、プロパンガスボンベを固定する。 

(6) 避難時の措置 

ア 危険箇所以外の人はむやみに避難せず、自宅に留まる。 

イ 身軽で安全な服装をする。 

ウ 水、食糧、懐中電灯、携帯ラジオ、医薬品等の非常持出品を用意する。 

エ 避難場所や避難路を確認する。 

オ ブロック塀は倒壊のおそれがあるので、付近の通行をさける。 

(7) 社会的混乱防止措置 

ア 水を汲み置く。 

イ 自家用自動車の使用は自粛する。 

ウ 電話は自粛する。なるべく遠方の親類、知人等を通じての連絡ルートを決めてお

く。 

(8) その他の措置（自主防災組織） 

自治会等は防災体制をとる。 

 

２ 事業所 

(1) 情報の収集と伝達 

ア 警戒宣言が発せられている間はテレビ、ラジオのスイッチは常に入れておく。ま

た、市役所、消防署、警察署等からの情報にはたえず注意し、正確な情報の収集に

努め、職場全体に伝達する。 

イ 車内ではラジオの情報を収集する。 

(2) 職場防災会議の開催 

防災管理者、保安責任者などを中心に、すぐに職場防災会議を開催し、消防計画、

予防規定等に基づく役割分担に従いすぐに行動する。 
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(3) 出火防止措置 

ア 火気はできるだけ使用しない。使用中の火気には十分注意する。 

イ 火気使用場所の不燃化、整理整頓を行う。 

ウ 危険物積載車両は運転の自粛ないし安全運転に留意する。 

エ 石油類危険物類の安全を確認する。 

(4) 避難時の措置 

ア 危険箇所以外の人はむやみに避難せず、職場に留まる。 

イ ブロック塀は倒壊のおそれがあるので、付近の通行をさける。 

ウ 車両による避難はしない。 

エ 重要書類、有価証券などの非常持出品を確認し、いつでも持ち出せるようにする。 

オ 不特定多数の者を収容する職場では、まず入場者の安全確保を第一に考え、適切

に避難誘導する。 

(5) 危険防止措置 

ア 万一の時の身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置を講じる。 

イ エレベーターの使用はさける。 

ウ ガラス戸、ガラス窓を点検し、荷造りテープ等を張るなど、飛散防止の措置をと

る。 

エ ブロック塀・門柱・看板等の転倒落下防止措置を講じる。 

オ 工事中の建築物その他工作物又は施設については、応急補強等必要な措置を講じ

る。 

(6) 社会的混乱防止措置 

ア 自動車の使用は自粛する。 

イ 電話の使用は自粛する。 

ウ 時差退社、近距離の者は徒歩帰宅する。 

エ 水を汲み置く。 

(7) その他の措置 

自衛消防組織等があれば、防災体制をとる。 

 


